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八潮市学校給食ビジョンの策定にあたって 

 

  本市の学校給食は、昭和５４年４月に小学校１０校で 

完全給食を開始し、昭和５６年４月には、中学校５校で 

も完全給食を開始しました。 

  それから４０年以上が経過し、市内の小中学校で学ん 

だ大変多くの児童生徒が学校給食を食べ、そして成長し 

ていきました。 

  この間、「バイキング給食」や「おむすびの日」の実施、 

「ハッピーこまちゃんイラスト入り食器」の導入等、 

 よりよい学校給食の実現に取り組んでまいりましたが、令和２年６月２６日の学校

給食で、調理工程の誤りを原因とする食中毒事故が発生してしまい、多くの児童生

徒の皆様に加え教職員が健康被害を受けてしまいました。被害に遭われた児童生徒

の皆様と教職員、並びに保護者の皆様をはじめ、ご迷惑をおかけした多くの関係者

の皆様にお詫び申し上げます。 

  食中毒事故発生後に設置した学校給食審議会では、６回の会議を経て「今後の学

校給食のあり方について」の答申をいただき、市教育委員会では、この答申を踏ま

え、本市の学校給食の将来構想とする「八潮市学校給食ビジョン」を策定すること

といたしました。 

  当学校給食ビジョンでは、令和４年１１月に中間報告を公表し、この中で、現在

本市がおかれている状況を鑑み、本市の今後の学校給食提供方式は、本市が給食セ

ンターを整備して運営する「公設給食センター方式」が望ましい、としたところで

ございます。 

  学校給食提供方式につきまして、かねてから多くのご意見を頂戴しておりました

が、安全・安心を確保し、全ての児童生徒に一斉に温かい副食（おかず）を提供す

るには、本市の現状におきましては、「公設給食センター方式」が望ましいとの結論

に至りましたので、その実現に向けた準備を進めてまいります。 

  市教育委員会では、本市の学校給食が、児童生徒が大人になっても良い想い出と

して、いつまでも心に残るようなものとするため、努力を重ねてまいりますので、

ご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

  結びに、八潮市学校給食ビジョンの策定にあたりまして、学校給食審議会でご審

議いただいた委員の皆様をはじめ、関係する多くの皆様にご協力いただきましたこ

とを、心から感謝を申し上げます。 

 令和６年  月 
八潮市教育委員会 教育長  井上 正人 



1 

 

第１章 八潮市の学校給食の現状と課題 

１ 八潮市の学校給食の概況、対象校 

（１）学校給食の概況 

本市では、昭和５４年度から小学校で学校給食を開始しました。学校給食の調理については、

公設の調理場がないため、本市栄養士が献立を作成し、その献立により、本市と契約を締結した

市内にある給食提供事業者が、学校給食を調理し、各学校に配送しています。 

主食である米飯と汁物については、保温性が高い食缶により配送しています。また、副食（おか

ず）については、保温食缶ではなく、角皿に盛付けして提供するため、加熱調理後、食品を３０分

以内に中心温度を２０℃付近まで下げています。 

なお、本市の学校給食は、現状では約７，０００食必要ですが、給食を提供できる民間業者は限

られており、給食開始当初から同じ給食提供事業者が給食提供を行っています。 

     

昭和５４年 ４月   市内小学校１０校で完全給食実施 

昭和５６年 ４月   市内中学校５校で完全給食実施 

平成 ５年      小学校６年生バイキング給食開始 

平成 ９年      中学校３年生バイキング給食開始 

平成１５年１１月   おむすびの日開始 

平成１６年～１８年  ハッピーこまちゃん小学校訪問、地場産の活用促進事業 

平成２６年      学校給食における食物アレルギー対応マニュアル作成 

平成３１年      ハッピーこまちゃんイラスト入り新食器の導入 

           （材質 ポリエチレンナフタレート） 

令和 ２年 ６月   調理工程の誤りにより、食中毒事故が発生 

令和 ２年１１月   学校給食再開 

 
 

（２）学校給食対象校 

本市の給食の対象校は、新設予定校を合わせ小学校１１校、中学校は５校です。 

現在、設置済みの小中学校１５校では、市内の給食提供事業者が調理した学校給食を、デリバ

リー方式で提供を受けており、各学校には単独校調理場方式の給食室はなく、また、市内には公

設の共同調理場はありません。 
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名称 建築年度 用途地域等 名称 建築年度 用途地域等 

八條小学校 昭和 47 年 市街化調整区域 大原小学校 昭和 53 年 第一種中高層住居専用地域 

潮止小学校 昭和 48 年 第一種中高層住居専用地域 柳之宮小学校 昭和 54 年 準工業地域 

八幡小学校 昭和 41 年 第一種中高層住居専用地域 新設小学校 
令和８年 

（予定） 
第一種中高層住居専用地域 

大曽根小学校 昭和 45 年 第一種中高層住居専用地域 八潮中学校 平成２年 第一種中高層住居専用地域 

松之木小学校 昭和 48 年 第一種中高層住居専用地域 大原中学校 昭和 48 年 第一種中高層住居専用地域 

中川小学校 昭和 48 年 第一種中高層住居専用地域 八條中学校 昭和 52 年 市街化調整区域 

八條北小学校 昭和 51 年 市街化調整区域 八幡中学校 昭和 53 年 第一種中高層住居専用地域 

大瀬小学校 昭和 52 年 第一種中高層住居専用地域 潮止中学校 昭和 55 年 第一種中高層住居専用地域 

図 1 八潮市立小中学校位置図  
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（３）食育の推進 

① 栄養教諭等の配置 

栄養教諭等※の業務は、栄養管理（献立作成）や衛生管理といった「学校給食の管理」、給食の

時間の指導、教科等の指導や個別的な相談指導といった「食に関する指導」等の多岐にわたって

います。 

「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」の規定では、単独実施

校や共同調理場について、栄養教諭等の配置基準が定められています。 

しかし、本市では、昭和５４年度から学校給食を開始して以来、民間の給食提供事業者に学校

給食の調理を委託しており、公設の給食施設がなく、民間調理場を活用しているため、当該基準

の対象とはならず栄養教諭等の配置はありません。 

学校給食法第７条では、義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門

的事項をつかさどる職員を「学校給食栄養管理者」と規定し、この学校給食栄養管理者は、栄養教

諭の免許状を有する者又は栄養士法の規定による栄養士の免許を有する者とされています。本市

では、学校給食栄養管理者が配置されないため、市で栄養士を任用し、「学校給食の管理」や「食

に関する指導」を行っています。 

※栄養教諭等とは、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、栄養教諭並びに学校栄養職員をいう。 

 

表 1 学校給食に関する栄養教諭等の配置基準 

区分 配置基準 

単独校調理場方式 

（自校方式） 

調理場がある学校に次の基準で配置 

・児童又は生徒数 550 人未満の学校：４校に１人 

・児童又は生徒数 550 人以上の学校：１人 

親子方式 単独校調理場方式に準じて次の基準で配置 ※ 

・児童及び生徒数 550 人未満の学校：４校に１人 

・児童及び生徒数 550 人以上の学校：１人 

公設センター方式 給食センターに次の基準で配置 

・児童及び生徒数 1,500 人以下：1 人 

・児童及び生徒数 1,501 人～6,000 人：２人 

・児童及び生徒数 6,001 人以上：３人 

デリバリー方式 配置なし 

※親子方式の調理場が共同調理場として認定されるための基準が明確でないことから、当ビジョン

における親子方式の配置基準では、単独校調理場方式と同様としています。設置した親子方式の

調理場が共同調理場として認められる場合には、公設センター方式と同じ配置基準となります。 

 

 

② 食育 

学校における食育は、児童生徒の発達段階に応じて食生活に対する正しい知識と望ましい食習

慣を身に付けることができるよう、学校全体で指導することが必要とされています。本市では栄

養教諭等の配置はありませんが、栄養士を任用しており、栄養士には、栄養教諭等に準じた役割
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を果たすことが求められています。 

本市栄養士は、学校訪問し特別活動や家庭科の授業において、ティーム・ティーチングにより、

食に関する指導を行ったり、給食の時間には、各学級を訪問し、食育を行ったりしています。ま

た、校内放送を活用した学校給食にちなんだ説明（ワンポイントアドバイス）等を作成し、学校へ

提供しています。 

 

本市の学校給食における本市栄養士による食育の主な取組み 

〇教科等の時間における食に関する指導 

本市栄養士が教員と協力して児童生徒に指導するティーム・ティーチングなどで、教

科や特別活動に参加 

〇給食時における校内放送を活用した食に関する指導等 

給食時における校内放送による指導(ワンポイントアドバイス) 

給食時に学校訪問し、直接的な食に関する指導 

〇部活動など集団や個別での相談指導 

部活動を訪問し、トレーニング中、試合前、試合前日、試合当日の食事、試合直前の

食事、疲労回復のための食事などについてアドバイスを実施 

〇個別相談 

偏食傾向、過度の瘦身願望等に関する個別相談を実施 

〇地場産物を学校給食に使用する創意工夫(ハッピーこまちゃんデー※の実施) 

地域の生産者団体との協議、依頼に併せ、給食提供事業者の協力により地場産物を取

り入れる取組みを実施 

〇食育・給食だより「ミール」の発行 

年３回発行 

〇親子料理教室の実施 

〇学校給食試食会の実施 

※ハッピーこまちゃんデー：ハッピーこまちゃんの「８」にちなんで８が付く日又はその前後の日の給

食実施日で、八潮産の野菜を使用する日。 

 

 

③ 献立 

学校給食の献立は、学校給食実施基準に基づき本市栄養士が児童生徒に必要な栄養量等を確保

しながら、食への関心を高め、生きた教材となるよう作成しています。 

主食は、米飯を週４回、パンを１か月に３～４回程度、麺類を１か月に１回程度提供していま

す。米飯と汁物は保温食缶により提供しています。 

副食（おかず）は、季節感を楽しめるように旬の食材を多く使用し、和食や行事食、郷土料理等

も提供しています。また、毎回牛乳を提供している「完全給食」としています。 
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なお、本市の給食を調理している事業者では、従来から副食（おかず）は保温食缶に入れず、角

皿に盛付けして提供する方式をとっており、加熱調理後３０分以内に中心温度を２０℃付近まで

下げています。 

このため、副食（おかず）は温かいまま提供できておりませんが、調理工程において食感が良く

なるよう、揚げ物などは、油をよく切り、サクサクとした食感を出すように工夫しています。 

カレーライス等の日は、カレーと米飯がそれぞれ保温食缶で提供されるため、概ね週に一度は

温かい給食が提供されています。 

表 2 給食提供事業者による給食 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食提供例 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

献立 本市栄養士が作成 

主食 米、パン、麺は、埼玉県学校給食会から購入 

ごはんは、給食提供事業者が県の委託炊飯工場

に指定されている 

副食 

（おかず） 
焼き物、揚げ物、煮物、和え物等 

上記以外 汁物、デザート、牛乳 

チキンカレー／シーザーサラダ／牛乳 ごはん／いかの生姜焼き／肉じゃが／ 

小松菜としらすの煮浸し／味噌汁／牛乳 

ほうとううどん／ちくわの磯辺揚げ／ 

厚焼きたまご／つくね／ 

ほうれん草のお浸し／牛乳 

メロンパン／ハンバーグデミグラスソース／ 

きのこスパゲティ／パインシロップ漬け／ 

コンソメスープ／牛乳 
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（４）衛生管理への対応 

本市の学校給食における衛生管理の対応として、学校給食衛生管理基準に沿って次のような対

応を実施しています。 

・栄養士等による本市の学校給食を調理する給食提供事業者の調理場へのモニタリング 

・栄養士等による市内小中学校の学校給食全般のモニタリング 

・給食提供事業者の調理場へ外部検査機関による衛生検査の実施 

・学校の配膳ホール等外部検査機関による衛生検査の実施 

・調理後２時間以内の喫食の実施 

・衛生管理をチェックするための第三者委員会の設置  

食パン（りんごジャム）／ 

はんぺんチーズフライ／ポークビーンズ／ 

ビーフンソテー／コンソメスープ／牛乳 

 

【世界の料理ミャンマー】 

ミャンマー風カレーピラフ（鶏肉の照り焼き）

／三角春巻き／キャベツのサラダ／中華スー

プ／牛乳 
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（５）食物アレルギー対応 

① 食物アレルギーを有する児童生徒数 

食物アレルギーを有し、学校でのアレルギー対応を希望する児童生徒数は、下表に示すとおり

です。 

年度により人数のばらつきがあり、明確な増減の傾向は見られませんが、全児童生徒数のうち、

食物アレルギー疾患対応希望者は、平成３０年度から令和４年度までの５年間では、2.0％から

3.9％の間で推移しています。 

表 3 食物アレルギー疾患対応希望者 

年 度 
食物アレルギー疾患対応希望者 

全児童生徒数 
全児童生徒に 
対する割合 小学校 中学校 合計 

平成３０年度 144 人 76 人 220 人 6,595 人 3.3％ 

令和元年度 107 人 26 人 133 人 6,565 人 2.0％ 

令和２年度 165 人 50 人 215 人 6,496 人 3.3％ 

令和３年度 197 人 56 人 253 人 6,417 人 3.9％ 

令和４年度 123 人 24 人 147 人 6,375 人 2.3％ 

＊全児童生徒数は、各年度の児童・生徒数一覧表（３月１日現在）による。 

 

 

② 国における食物アレルギー対応 

食物アレルギーの対応は、文部科学省の「学校給食における食物アレルギー対応指針（平成２

７年３月）」において次のように示されています。 

 

学校給食における食物アレルギー対応の大原則 

 

 

 

 

  

〇食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供する。そのためにも、安全性を最

優先とする。 

〇食物アレルギー対応委員会等により組織的に行う。 

〇「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づき、医師の診断によ

る「学校生活管理指導表」の提出を必須とする。 

〇安全性確保のため、原因食物の完全除去対応（提供するかしないか）を原則とする。 

〇学校及び調理場※1の施設設備、人員等を鑑み無理な（過度に複雑な）対応は行わない。 

〇教育委員会等※2 は食物アレルギー対応について一定の方針を示すとともに、各学校の

取組を支援する。 

 
※1 本指針において「調理場」とは、特段の区分がない限り、単独校調理場・共同調理場等を含む、学校給食調理

施設全体を指す。 

※2 本指針において「教育委員会等」とは、公立学校における教育委員会のほか、国立大学附属学校における国立

大学法人、私立学校における学校法人等、学校の設置者を指す。 
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③ 本市における食物アレルギー対応 

本市では文部科学省の指針に先駆けて、平成２６年度から「学校給食における食物アレルギー

対応マニュアル」を作成し、全ての食材を詳細に記載した献立表を事前に配付し、家庭から弁当

を持参していただくか、配膳された給食の一部を除去して食べる方法で対応しています。 

給食を調理している給食提供事業者の調理場では、幼稚園給食や産業給食等を調理しているた

め、完全な除去食の対応は不可能な状況です。 

学校での食物アレルギーを有する児童生徒への対応の流れは、次のとおりです。 
 

学校での食物アレルギーを有する児童生徒への対応の流れ 

➀３月にアレルギー疾患について、学校での配慮・管理に対する調査を実施 

⇒希望者は、対応申請書を提出し、これに基づいて学校から「学校生活管理指導表」を配付 

②希望する保護者は、医師が作成した「学校生活管理指導表」を学校に提出 

➂必要に応じて、保護者と学校で対応内容を調整・確認 

④実施時期から学校での対応を開始 

 

 

（６）学校給食にかかるコスト 

学校給食の経費は、学校給食法第１１条により費用区分が決まっており、「給食の食材料費は保

護者が負担し、それ以外の学校給食の実施に必要な経費は市が負担する」こととされています。 

本市における現在の学校給食は、本市栄養士が立案した献立を民間の給食提供事業者が調理し、

それを学校給食として購入している形式をとっています。 

保護者が食材料費を負担し、市が加工費その他必要な経費を負担しています。 

なお、市全体の学校給食の加工に要す経費は、平均すると年間約２億７千万円程度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記グラフの金額は、給食の提供に必要な費用から「食材料費」を除いたものです。 

図 2 学校給食費の状況  
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（百万円） 
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２ 将来人口と児童生徒数の推移 

（１）将来人口 

「国立社会保障・人口問題研究所（グラフ中：社人研）」の推計方法に準拠した方法で本市の将

来人口を推計すると、2010 年をピークに減少を続け、2060 年には、約５万５千人になること

が予測されています。 

しかし、本市では、2005 年のつくばエクスプレス八潮駅開業と、駅周辺地域の住宅地開発の

影響等により、現在も人口増加が続いていることから、独自に推計を行いました。この推計では、

2025 年まで人口増加が続くものと予測しています。また、年齢３区分別人口割合は、年少人口

が年々緩やかに減少し、生産年齢人口も徐々に減少する傾向となっています。（八潮市人口ビジョ

ン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※社人研推計準拠：「国立社会保障・人口問題研究所」の推計方法に準じて、2060年まで推計を行った数値。 

※八潮市推計：社人研推計準拠の推計値に、本市で予定されている開発の計画人口を上乗せした推計値。 

※上記２つの推計では、2040年までの総人口の値は「国立社会保障・人口問題研究所」の『日本の地域別将来推

計人口』（平成25年３月推計）を適用しており、年齢又は性別不詳を含む（以下、同様）。 

出典：八潮市人口ビジョン（平成 28年 3月） 

図 3 総人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※八潮市推計値において、各年の開発人口の年齢構成は、開発地区への過去の転入実績に従って仮定している。 

※割合の合計は、四捨五入している関係で100%とならないことがある。 

出典：八潮市人口ビジョン（平成 28年 3月） 

図 4 年齢３区分別人口割合の推計  
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（２）将来児童生徒数 

令和元年度に策定した「八潮市学校適正配置指針・計画」における、市立小・中学校の児童生徒

数の推計では、児童生徒数は、過去１０年間微減で推移してきましたが、今後約１０～２０年間

は増加し、その後減少に転じる見込みとなっています。 

また、令和 3 年度には、南部地区における小学校の増築及び新築の基礎資料とするため、直近

の住民基本台帳人口を用いて推計を実施し、「八潮市学校適正配置指針・計画」において推計され

た値に比べて少なくなることが確認できました。 

※児童生徒数の推計方法 

令和元年度推計：平成３０年４月１日現在の住民登録による学齢人口を基準人口として、各通学区域、各年齢、各年度

ごとに令和３１年度までコーホート要因法を用いて推計 

令和３年度推計：埼玉県総務部が公表する埼玉県町（丁）字別人口調査を用いる。平成２９年度から令和３年度までの

各年１月１日時点の人口をもとに推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：八潮市学校適正配置指針・計画（令和２年３月）に加筆 

地域 小学校 中学校 

北部 八條小学校、八條北小学校 八條中学校 

中央部 八幡小学校、松之木小学校、柳之宮小学校 八潮中学校、八幡中学校 

南部 
潮止小学校、大曽根小学校、中川小学校、大

瀬小学校、大原小学校、新設小学校 
大原中学校、潮止中学校 

図 5 学校配置の地域区分図  
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表 4 小学校児童数推移（2019 年～2049 年）予想      （単位：人） 

地域 2019 年 2029 年 2039 年 2049 年 

北部 478   393（-17.8%） 492（ 25.2%） 403（-18.1%） 

中央部 1,075 984（ -8.5%） 1,150（ 16.9%） 998（-13.2%） 

南部 3,121 4,233（ 35.6%） 3,612（-14.7%） 3,302（ - 8.6%） 

※（）内の数値は10年前からの増減率を示す。             出典：八潮市学校適正配置指針・計画 

 

表 5 中学校生徒数推移（2019 年～2049 年）予想      （単位：人） 

地域 2019 年 2029 年 2039 年 2049 年 

北部 144 155（  7.6%） 197（ 27.1%） 196（-0.5%） 

中央部 892 659（-26.1%） 751（ 14.0%） 771（ 2.7％） 

南部 1,054 1,604（ 52.2%） 1,802（ 12.3%） 1,501（-16.7%） 

※（）内の数値は10年前からの増減率を示す。             出典：八潮市学校適正配置指針・計画 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※児童数には、特別支援学級在籍児童数を含む。 

※計画策定時の値のため現在とは異なる。     

出典：八潮市学校適正配置指針・計画（令和２年３月）に加筆   

図 6 地域別児童数の将来推計（小学校：出生中位仮定） 

 

 

 

 

 

 

 

市全体の小学校の児童数は、2031年まで増加し、以後減少に転ずる見込みです。 

北部及び中央部では、大幅な増減は見られない見込みです。 

南部では、児童数は 2031 年まで増加し、以後減少に転ずる見込みです。 

市南部地域では、開発により当面の間は児童生徒数が増加する見込みですが、そ

の後は少子化の影響により市全体では減少していく見込みです。 
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※生徒数には、特別支援学級在籍生徒数を含む。 

※計画策定時の値のため現在とは異なる。 

出典：八潮市学校適正配置指針・計画（令和２年３月）に加筆   

図 7 地域別生徒数の将来推計（中学校：出生中位仮定） 

 

 

 

 

 

 

  

市全体の中学校の生徒数は、増減の波はあるものの、2036年にピークに達し、

その後減少に転じる見込みです。 

北部では、2021 年をピークに減少に転じ、大幅な増減は見られない見込みです。 

中央部では、2021年をピークに減少に転じ、2031 年頃から再び増加に転じる

見込みです。 

南部では、2036 年をピークに減少に転じる見込みです。 
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３ 児童生徒、教職員へのアンケート 

（１）アンケートの調査概要 

調査対象：市内の小学校 10 校の児童及び中学校５校の生徒並びに各学校の教職員 

 

調査期間：令和４年３月８日（火）～３月 14 日（月） 

 

表 6 調査内容と実施方法 

種類 調査内容と方法 

きゅうしょくアンケー

ト 

（小学校１年生～３年

生用） 

現在の給食の嗜好傾向についてアンケート調査を行いました。 

調査は教職員より児童へ設問の問いかけを行い、該当する選択

肢に対して挙手した児童数を集計しました。 

学校給食に関するアン

ケート 

（小学校４年生～６年

生・中学生用） 

現在の給食の嗜好傾向、給食の配膳方法に対する考え等につい

てアンケート調査を行いました。 

調査はマークシート用紙を用いて実施しました。 

学校給食に関するアン

ケート 

（教職員用） 

現在の給食が児童生徒にとって適当であるか、給食の課題、給

食の配膳方法に対する考え等についてアンケート調査を行いま

した。 

調査はマークシート用紙を用いて実施しました。 

 

表 7 回答率 

調査対象 回答者数 調査対象者（注） 回 答 率 

小学校１年生～３年生 1,984 人 2,114 人 94％ 

小学校４年生～６年生 1,971 人 2,176 人 91％ 

中学校１年生～３年生 1,805 人 2,127 人 85％ 

教職員  358 人  393 人 91％ 

（注）「調査対象者」は、令和 3 年度児童・生徒数等一覧表（３月１日現在）による。 
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（２）調査結果概要（児童生徒）  

① 学校給食は好きか 

給食を「好き」と回答した割合は小学生低学年では７割近くを占め、小学生高学年では４割、中

学生では２割となっています。好きな理由は、「おいしい」「毎日違うメニューが食べられる」「ご

飯や汁物（スープ類）があたたかい」となる一方で、嫌いな主な理由は、「おいしくない」「嫌いな

ものや苦手なものが出る」「おかずが冷たい」となっています。 

 

小学１年生～３年生 小学４年生～６年生 中学生 

 
 

 

 

② 好きな理由（複数回答） 

小学１年生～３年生※1 小学４年生～６年生※２ 中学生※２ 

 

 

 

※１：回答者全体に占める割合。  ※２：「好き」と回答した者に占める割合 

 

③ 嫌いな理由（複数回答） 

小学１年生～３年生※1 小学４年生～６年生※２ 中学生※２ 

   

※１：回答者全体に占める割合。  ※２：「嫌い」と回答した者に占める割合  

おいしくない 

現在は給食の時間にし
ゃべることができない 

嫌いなものや苦手な
ものが出る 

量が多い 

量が少ない 

見た目がよくない 

おかずが冷たい 

その他 

 

67%

17%

29%

44%

23%

8%

41%

7%

0% 40% 80%

おいしい 

友達と食べるのが楽
しい 

好きな食べ物が食べ
られる 

毎日違うメニューが
食べられる 

量がちょうどよい 

見た目がきれい 

ご飯や汁物（スープ
類）があたたかい 

その他 

 

おいしい  

ともだちとたべるの
がたのしい  

すきなものがたべら
れる 

まいにち、ちがうもの
が、たべられる 

「りょう」がちょうど
よい 

きれい 

ごはんやスープがあ
たたかい 

 

 

54%

33%

36%

40%

25%

16%

54%

0% 40% 80%

72%

31%

34%

47%

28%

11%

44%

4%

0% 40% 80%

おいしい 

友達と食べるのが楽
しい 

好きな食べ物が食べ
られる 

毎日違うメニューが
食べられる 

量がちょうどよい 

見た目がきれい 

ご飯や汁物（スープ
類）があたたかい 

その他 

 

す  き 

68%

どちらでも

ない・わか

らない 

21%

きらい 9%

無回答 2%

どちらでも

ない 38%

嫌 い 

20%

無回答 1%

好 き 

20%

どちらでもない 

47%

嫌 い 

31%

無回答 2%

おいしくない 

いまは「おしゃべ
り」ができない 

「きらいなもの」や「にが
て」なものがでる 

りょうがおおい 

りょうがすくない 

きれいじゃない 

おかずがつめたい 

 

 

おいしくない 

現在は給食の時間にし
ゃべることができない 

嫌いなものや苦手な
ものが出る 

量が多い 

量が少ない 

見た目がよくない 

おかずが冷たい 

その他 

 

6%

9%

17%

7%

2%

2%

10%

0% 40% 80%

69%

27%

60%

24%

11%

27%

65%

12%

0% 40% 80%

86%

17%

45%

18%

6%

43%

70%

15%

0% 40% 80%

好 き 

41% 
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④ 給食を残すことがあるか 

給食を「残す（いつも残す、ときどき残す）」と回答した割合は６～７割を占め、その主な理由

は、「嫌いなものや苦手なものが出る」「おいしくない」「食べる時間が短い」「おかずが冷たい」と

なっています。 

 

小学１年生～３年生 小学４年生～６年生 中学生 

  

 

 

⑤ 残す理由（複数回答） 

小学１年生～３年生※1 小学４年生～６年生※２ 中学生※２ 

 

 

 

※１：回答者全体に占める割合。※２：「ときどき残す」「いつも残す」と回答した者に占める割合 

  

おいしくない 

「きらいなもの」や「に
がて」なものがでる 

「りょう」がおおい 

あじが「うすい」 

あじが「こい」 

たべるじかんが「みじ
かい」 

ふとりたくない 

おかずが「つめた
い」 

「しょくよく」がな
い 

 

 

おいしくない 

嫌いなものや苦手な
ものが出る 

量が多い 

味がうすい 

味がこい 

食べる時間が短い 

太りたくない 

おかずが冷たい 

食欲がない 

その他 

 

おいしくない 

嫌いなものや苦手な
ものが出る 

量が多い 

味がうすい 

味がこい 

食べる時間が短い 

太りたくない 

おかずが冷たい 

食欲がない 

その他 

 

10%

66%

26%

6%

7%

41%

9%

19%

16%

0% 40% 80%

25%

71%

24%

7%

5%

28%

7%

26%

16%

5%

0% 40% 80%

50%

63%

26%

11%

4%

30%

7%

35%

19%

6%

0% 40% 80%

のこさない 

22%いつものこ

す 23%

無回答 3%

残さない 

36%

ときどき残す 

43%

いつも残

す 18%

無回答 3%

残さない 

32%

ときどき残す 

38%

いつも残す 

27%

無回答 3%

ときどき 
のこす 52% 
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⑥ 「おかず」を自分達で盛り付けることになったらどう思うか（複数回答） 

「おかず」を自分達で盛り付けることについて、「温かい「おかず」が食べられるのであれば、

自分たちで盛り付けてもいい」とする回答が５割以上を占めています。 

 

小学４年生～６年生 中学生 

 

 

 

 

⑦ 学校給食を調理している様子を見てみたいと思うか 

学校給食を調理している様子を見てみたいかについて、「自分たちが食べている学校給食をつく

るところを見たことがないため、見てみたい」「どこで誰が作っているのか見てみたい」「学校給

食をつくっている人と給食について話をしたい」と、関心を示す割合は、小学生高学年では、全体

の７割近くを占めています。 

 

小学４年生～６年生 中学生 

 

 

 

  

温かい「おかず」が食べら
れるのであれば、自分たち
で盛り付けてもいい 

おかずをお皿に入れるこ
とが楽しみ 

うまくお皿に盛り付けが
できるか不安 

自分達でおかずを盛り付
けるのはいやだ 

お皿に盛り付けられてい
る今のままがよい 

 

56%

31%

18%

6%

27%

0% 20% 40% 60%

58%

12%

15%

10%

31%

0% 20% 40% 60%

温かい「おかず」が食べら
れるのであれば、自分たち
で盛り付けてもいい 

おかずをお皿に入れるこ
とが楽しみ 

うまくお皿に盛り付けが
できるか不安 

自分達でおかずを盛り付
けるのはいやだ 

お皿に盛り付けられてい
る今のままがよい 

 

自分たちが食べて

いる学校給食をつ

くるところを見た

ことがないため、

見てみたい 50%

どこで誰が

作っている

のか見てみ

たい 12%

学校給食をつ

くっている人と

給食について話

をしたい 3%

特に見たい

とは思わな

い 32%

その他 2%
無回答 1%

自分たちが食べて

いる学校給食をつ

くるところを見た

ことがないため、

見てみたい 31%

どこで誰が作って

いるのか見てみた

い 11%

学校給食をつくってい

る人と給食について話

をしたい 2%

特に見たい

とは思わな

い 52%

その他 2%
無回答 1%

その他 3% 
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（３）調査結果概要（教職員） 

① 給食を食べる時間 

給食を食べる時間について、「適切である」が約

半数を占めますが、「短い」「やや短いと感じる」

割合も同様に約半数を占めています。 

 

 

 

 

 

 

② 副食（おかず）を保温食缶に変更すると仮定した場合、児童生徒自身が副食（おかず）

を盛り付けすることになり、給食全体の時間が現在よりも長くなることが予想される。こ

のことに関する考え。 

保温食缶に変更することにより、児童生徒自身

が副食（おかず）を盛り付けることにより、給食

時間が長くなることについて、「多少長くなっても

変更した方がよい」が７割近くを占めています。 

 

 

 

 

 

③ 学校内における現在の給食の課題（複数回答）  

学校内における現在の給食の課題として、「学校において大切な教育の分野である「食育」の充

実をもっと図るべきである」「学校施設の老朽化等で学校内の衛生面に懸念があり、異物や小さな

虫等が混入する危険が避けられない」とする理由が半数近くを占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

短いと感じる 11%

やや短いと感

じる 38%

適切である 

49%

やや長いと感じる 1%

長いと感じる 0% その他 1%

給食の時間が多

少長くなっても

変更した方がよ

い 65%給食の時間が長

くなるのは困る

ので、現在のま

までよい 10%

現在の副食

（おかず）

は温かくは

ないが、現

在のままで

よい 16%

教職員の負担が増す

ので、現在のままで

よい 4%

その他 5%

授業や行事で時間がとられるため、給食時間が十分ではない 

配膳を児童生徒に任せていることに不安を感じている 

学校において大切な教育の分野である「食育」の充実をもっ
と図るべきである 

学校施設の老朽化等で学校内の衛生面に懸念があり、異物や
小さな虫等が混入する危険が避けられない 

アレルギー対応に不安がある 

その他 

 

17%

4%

47%

40%

20%

17%

0% 20% 40% 60%
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④ 現在の学校給食が、児童生徒にとって適当か 

学校給食が児童生徒にとって適当であるかどうかについて、「副食（おかず）の温かさ」の不満

（やや不満、不満の合計）の割合が８割近くを占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 魅力ある学校給食とするために、どのような取り組みが必要か（複数回答） 

魅力ある学校給食とするために、どのような取り組みが必要であるかについて、「温かい副食（お

かず）を提供する体制づくり」を回答する割合が８割近くを占めています。 

 

 

 

 

 

 

  

2%

2%

3%

3%

15%

13%

5%

20%

22%

1%

11%

11%

12%

11%

8%

17%

23%

21%

14%

29%

29%

4%

21%

20%

32%

39%

40%

41%

49%

46%

43%

37%

36%

16%

59%

56%

33%

36%

34%

30%

9%

16%

30%

11%

10%

36%

8%

10%

20%

11%

14%

6%

3%

3%

7%

3%

3%

42%

1%

2%

1%

1%

1%

3%

1%

1%

1%

0%

1%

0%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

味・おいしさ

メニュー

彩り・見た目

副食（おかず）の種類

米飯の量（ボリューム）

汁物の量（ボリューム）

副食（おかず）の量（ボリューム）

米飯の温かさ

汁物の温かさ

副食（おかず）の温かさ

食器類の大きさ

食器類の種類

満足 概ね満足 普通 やや不満 不満 回答無

温かい副食（おかず）を提供する体制づくり 

調理している過程の可視化 

地元産の野菜を多く取り入れたメニューの充実 

国内の郷土料理を取り入れたメニューの充実 

海外の名物料理を取り入れたメニューの充実 

楽しく学べる「食育指導」の充実 

過去に実施した「セレクト（バイキング給食）」のよ
うな給食の特別な催し 

特別メニューの回数の増加（クリスマス時のデザー
ト等） 

市負担による一部食材の購入による特別なメニュー
の実現 

その他 

 

78%

25%

38%

28%

15%

23%

31%

36%

21%

9%

0% 20% 40% 60% 80%
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（４）アンケート結果のまとめ及び考察 

 

小学校１～３年生の約７割が「給食が好き」 

小学校４～６年生は約４割、中学生では約２割が「給食が好き」 

好きな要因は「味」「献立のバリエーション」「ご飯やスープ類の温度」 

小学生では、給食が「好き」と答えた児童の割合は、「嫌い」と答えた児童の割合を上

回っており、特に小学校１～３年生では約７割の児童が給食を「好き」と答えています。 

一方で中学生では、給食を「好き」と答えた生徒は約２割となっており、「嫌い」と答

えた生徒の割合を下回る結果となりました。 

 

【給食が好きな理由】 

小学校１～３年生では、給食が好きな理由を「おいしい」と答えた児童が最も多く、次い

で「ごはんやスープがあたたかい」、「まいにち、ちがうものが、たべられる」の順番でした。 

小学校４～６年生と中学生では、給食が好きな理由を「おいしい」と答えた児童生徒が最

も多く、次いで「毎日違うメニューが食べられる」、「ご飯や汁物（スープ類）があたたかい」

の順番でした。 

このことから、給食が好きな児童生徒にとって「味」や「献立のバリエーション」ととも

に、「給食の温度」についても給食が好きな要因であることがわかります。 

引き続き、学校給食が「好き」と思われるように、「おいしさ」を追求し、できる限り温

かいものは温かく、そして、冷たいものは冷たい状態で提供することに努め、「献立のバリ

エーション」にも配慮して実施することが求められます。 

 

 

小学校１～３年生では約１割、小学校４～６年生では約２割が「給食が嫌い」 

中学生は約３割が「給食が嫌い」 

嫌いな要因は「味」「献立の内容」「給食の温度」「給食を食べる際の環境」 

小学生では、給食が「嫌い」と答えた児童の割合は、「好き」と答えた児童の割合を下回

っており、小学校１～３年生では「嫌い」と答えた児童は約１割と年齢が下がるほど給食が

嫌いな割合が少ない状況となっています。 

一方で中学生では、給食を「嫌い」と答えた生徒は約 3 割となっており、「好き」と答え

た生徒の割合を上回る結果となりました。 

 

【給食が嫌いな理由】 

小学校１～３年生では、給食が嫌いな理由を「きらいなものやにがてなものがでる」と答

えた児童が最も多く、次いで「おかずがつめたい」、「いまはおしゃべりができない」の順番

でした。 

小学校４～６年生と中学生では、給食が嫌いな理由を「おいしくない」と答えた児童生徒

が最も多く、次いで「おかずが冷たい」、「嫌いなものや苦手なものが出る」の順番でした。 

このことから、給食が嫌いな児童生徒にとって「味」や「献立の内容」とともに、「給食

の温度」についても給食が嫌いな要因であることがわかります。 
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また、小学校１～３年生では、コロナ禍の黙食という「給食を食べる際の環境」について

も、給食が嫌いな要因となっていることがわかります。 

さらに、アンケートの自由記述（八潮市学校給食アンケート報告書に記載）の部分では、

給食が嫌いな理由について、「食の安全に関する理由」として、小学校４～６年生では合計

１７件、中学生では合計２２件のネガティブな意見が出されており、食中毒や異物混入のマ

イナスイメージが根底にあるものと思われます。 

これらの結果を踏まえると、「嫌い」の割合を今後減少させるためには、「温かいおかずの

提供」や「嫌いなものや苦手なものが食べられる工夫」について研究を進め、安全性につい

ても信頼回復につなげるため、「安全・安心の確保に最大限配慮した給食提供方式」とする

ことが必要です。 

 

 

小学生・中学生の多くが「給食をいつも残す、ときどき残す」 

残す要因は「献立の内容」「量や時間が適切でないこと」「給食の温度」 

小学生と中学生ともに、給食を「ときどき残す、いつも残す」と答えた児童生徒の割合は

６割以上となっており、「残さない」と答えた児童の割合を上回っています。 

 

【給食を残す理由】 

小学校１～３年生では、給食を残す理由を「きらいなものやにがてなものがでる」と答え

た児童が最も多く、次いで「たべるじかんがみじかい」、「りょうがおおい」の順番でした。 

小学校４～６年生では、給食を残す理由を「嫌いなものや苦手なものが出る」と答えた児

童が最も多く、次いで「食べる時間が短い」、「おかずが冷たい」の順番でした。 

中学生では、給食を残す理由を「嫌いなものや苦手なものが出る」と答えた生徒が最も多

く、次いで「おいしくない」、「おかずが冷たい」の順番でした。 

このことから、給食を残す児童生徒にとって、嫌いなものが出るといった「献立の内容」

や「量や時間が適切でないこと」、「給食の温度」が給食を残す要因となっていることがわか

ります。 

学校給食は、児童生徒にとって適切な栄養を摂取することが重要であり、それを考慮した

献立となるため、児童生徒全員が好むメニューを毎日提供することは困難です。 

給食は、その児童生徒の「嫌いなものや苦手なもの」であったとしても、給食が、成長過

程にある児童生徒の身体を形成する上で、将来のためにいかに大切であるのかを「食育」を

通して伝えることが重要であると考えられます。 

加えて、「嫌いなものや苦手なもの」でも、食べたいと思えるような味や彩り、香り、盛

付けとすることも重要と考えます。 

 

 

温かい「おかず」が食べられるのであれば、自分たちで盛り付けてもいい 

と考える児童生徒は多い 

給食を自分たちで盛り付けることについて、小学校４～６年生と中学生ともに、「温かい

おかずが食べられるのであれば、自分たちで盛り付けてもいい」と答えた児童生徒が最も多
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く、約６割となっています。 

このことから、温かいおかずを食べたいと考えている児童生徒が多く、自分たちで給食を

盛り付けることについても肯定的に考えていることがわかります。 

今後、温かい「おかず」を安全に提供するために何ができるのか、今後策定される「八潮

市学校給食ビジョン」に盛り込み、その実現を目指す必要があります。 

 

 

「学校給食を調理している様子を見てみたい、 

どこで誰が作っているのか見てみたい、話をしたい」と考える児童は多い 

小学校４～６年生では、「学校給食を調理している様子を見てみたい、どこで誰が作って

いるのか見てみたい、話をしたい」と答えた児童の割合は合計で６５%、中学生の割合は合

計で４４％となっています。 

このことから、小学校４～６年生は給食の調理について高い関心を持っていることが分

かります。 

本市の学校給食は、昭和５４年に開始して以来、一貫して民設民営の給食センターによる

デリバリー方式で実施してきており、児童生徒はその調理場を間近で見る機会がなかった

ため、「調理している様子を見る」ことに強い関心を持っている可能性があります。 

また、調理している様子を見ることにより、調理している人への感謝の気持ちを育むこと

は、児童生徒にとって大事なことです。 

 今後、どのような給食提供方式であっても、調理している様子を近くから見られるよう

な仕組みを整えるなど、安心して学校給食が食べられるような取組が必要と考えます。 

 

 

給食を食べる時間が「やや短い、短い」と考える教職員は約５割 

給食を食べる時間については、約５割の教職員が「やや短い、短い」と考えており、副食

が保温食缶に変更となった場合、給食の時間をいかに確保するかが課題となります。 

今後、学校給食の提供方式の変更が行われる場合には、「給食の時間」の考え方について

学校と事前によく調整し、「給食の時間」が現在よりも長くなった場合でも、学校生活に影

響が及ばないように対応する必要があります。 

 

 

副食（おかず）の保温食缶への変更に肯定的な教職員はとても多い 

教職員では、副食（おかず）を保温食缶に変更すると仮定した場合に、給食全体の時間が

現在よりも長くなることについて、「給食の時間が多少長くなっても変更した方がよい」と

回答した教職員は最も多く、６５％となっています。 

このことから、温かいおかずを児童生徒に提供したいと考える教職員は非常に多く、温か

いおかずが食べたいという児童生徒の考えとも共通していることがわかります。 

なお、保温食缶への変更に肯定的な回答が多い一方で、「給食の時間が長くなるのは困る

ので、現在のままでよい」に１０％の回答があるほか、自由記述（八潮市学校給食アンケー

ト報告書に記載）でも「温かい方が良いが、負担や時間、落下等の心配がある」との意見も



22 

 

あるため、実現に向けた具体的な検討に入る場合には、学校生活との兼ね合い等に配慮した

対応が必要になります。 

 

 

「現在の給食の課題」について 

「食育の充実をもっと図るべき」と考える教職員は約５割 

教職員では、「現在の」給食の課題について「学校において大切な教育の分野である『食

育』の充実をもっと図るべきである」と回答した教職員の割合が最も多く、５割を超えてい

ます。 

このことから、学校給食を通じた食育の充実に対して課題があると考える教職員が多い

ことがわかります。 

食育に関しては、令和２年度に「新型コロナウイルスの感染拡大」と「食中毒事故」の影

響により、長い期間、学校給食の提供が停止するなど、食育の実施が困難となり、令和３年

度においても、コロナ禍が続き、十分な食育指導を実施することができませんでした。 

令和４年度以降は、コロナ禍が沈静化すれば、数多くの食育を実施することができるもの

と考えられます。 

このほか、「学校施設の老朽化等で学校内の衛生面に懸念があり、異物や小さな虫等が混

入する危険が避けられない」に、４０％の回答があり、教職員からは、施設の老朽化や衛生

管理の面で大きな課題があるととらえられています。 

 

 

児童生徒にとって副食（おかず）の温かさが 

「不満、やや不満」と考える教職員はとても多い 

教職員が「児童生徒にとって副食（おかず）の温かさ」を「不満、やや不満」と答えた割

合は約８割となっており、質問の中でも突出して「不満、やや不満」の割合が多くなっていま

す。 

本市の学校給食は、以前から「副食（おかず）」が冷たいとの意見が非常に多く出されて

おり、大きな課題とされてきました。 

温かい「副食（おかず）」を提供できない背景として、現在の提供方式においては、温か

いまま「副食（おかず）」を保管及び運搬する仕組みが出来ず、「副食（おかず）」を、細菌

の繁殖を抑制することができる温度まで一旦冷却し、その状態を保ちつつ提供しているた

め、すぐには改善できない課題があります。 

本市において、今後、温かい「副食（おかず）」を提供するには、抜本的な学校給食の仕

組みを変更する必要があり、その契機は、学校給食提供方式の見直しが行われる機会である

と考えられます。 

 

 

「魅力ある学校給食とするための取組」について 

「温かい副食（おかず）を提供する体制づくり」と考える教職員はとても多い 

教職員では、魅力ある学校給食とするために、どのような取組が必要であるかについて
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「温かい副食（おかず）を提供する体制づくり」と回答した教職員の割合は最も多く７８%

となっています。 

このことは、他の問で副食（おかず）の温かさへの不満の割合が高いことや、多くの教職

員が温かいおかずを児童生徒に提供したいと答えていることと整合します。 

副食（おかず）の温かさに関しては、当該アンケート調査の結果においては代表的な課題

であり、「温かい副食（おかず）」の実現に向けた具体的な検討が必要となります。 
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４ 現状と課題のまとめ 

これまで、本市における現状と課題について様々な角度から整理しました。現在の給食提供事

業者の調理方式における視点を加え、現状と課題を整理します。 

表 8 現状と課題のまとめについて 

現在の給食

提供方式 
・民間の事業者によるデリバリー方式 

施設の経過
年数 

・八潮工場 平成１３年竣工 築２０年程度 

衛生管理 【現状・メリット】 
・ＨＡＣＣＰ※指定施設による学校給食の調理 
・工場内の床を「清潔作業区域」「準清潔作業区域」「汚染作業区域」に色分けし、そ
れぞれの作業者の靴、エプロン、作業服も色分けし、作業区分を明確にしている。 

・交差汚染・二次汚染を防止するため、人と物の動線を一方通行にし、作業区域ごと
に隔壁を設けている。 

・空調・換気設備を適切に配置し、作業室内を適正温度に保ち、結露の発生を抑制し
ている。 

・床ドライ化空調システムを採用している。 
・全自動炊飯加工ライン、自動ボイル冷却ライン、ロースターなどＨＡＣＣＰ基準を
満たす設備を導入している。 

・原材料の入荷から製造、出荷までＣＣＰ（重要管理点）を設定し継続的に監視記録
するＨＡＣＣＰ監視システムを導入している。 

・学校給食衛生管理基準に基づき前日調理は行わず当日調理し、調理後２時間以内に
喫食ができている。学校到着後、学校での副食（おかず）の盛付け時間は必要ない。 

・市では、外部機関に委託し給食提供事業者の調理場と学校の配膳ホール等の衛生検
査を、原則として毎学期行っている。 

・学校給食衛生管理基準に沿った給食が提供できるよう衛生管理をチェックするため、
市が設置した第三者委員会により、指導助言を受けている。 

・栄養士等による衛生管理、調理工程等のモニタリングを実施している。 
【課題・デメリット】 
・副食（おかず）は、保温食缶方式ではなく盛付け方式のため、調理後２０℃付近に
冷却し、学校到着後は、蓄冷材により温度管理を行わなくてはならない。 

・配膳までの時間、異物が入り込む危険性はある。 
・施設の更新、調理方法等で民間事業者主導のため、市の考えが反映しにくい面もあ
る。 

児童生徒数 【状況】南部地域の学校は、開発により一旦は増加していくが、全体的には減少して
いく。 

調理体制 【課題】生産年齢人口の減少を背景に人員確保が難しくなっている。 

学校給食に
掛かるコス
ト 

【メリット】 
・施設設備は民間の既設の設備を使用しているため、直接的な費用は掛からない。 
・運営面では、スケールメリットが働くためコストを抑制できる。 

食育の推進
/栄養教諭
等の配置 

【デメリット】給食施設が公設でないことから、栄養教諭等の配置はされない。 
【現状】 
・本市栄養士が学校を訪問し、食育を行っている。 
・本市栄養士と給食提供事業者の栄養士が相談・協力しながら業務を行っている。 
【課題】地場産物の活用が十分とはいえないため、より活用できる仕組みづくりが必
要である。 

献立・提供
方式 

【現状】 
・学校給食実施基準に則り、献立を作成し、学校給食を提供している。 
・本市栄養士が献立作成を行い、給食提供事業者が調理している。 
【現状・デメリット】米飯と汁物は、保温食缶を使用しているため温かい給食の提供
ができている。副食（おかず）は、盛付け方式で提供しているため、学校での配膳
時間は短いが、温かい副食（おかず）は提供できていない。 

【課題】将来の児童生徒数や財政状況の動向を踏まえ、効率的かつ効果的な施設整備
や運営体制の整備が必要である。 

食物アレル
ギー対応 

【現状】 
・調理場には、代替食や除去食のための食物アレルギー対応調理室は設置されていな
い。 

・家庭から弁当を持参又は配膳された給食の一部を除去して食べる方法で対応してい
る。 

※HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point )「食品危害分析・重要管理点方式」製造過程における危害を分析

し、重要管理点を決め、その部分を常時監視し、これを常時記録する手法。 
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第２章 八潮市学校給食基本方針 

本市の学校給食につきましては、第１章で整理した学校給食の現状と課題を踏ま

え、次のとおり基本方針を掲げることとします。 

   

１ 本市の学校給食の目指す姿 

 

〇 安全・安心で栄養バランスを考慮したおいしい給食を提供し、児童

生徒の健やかな成長を促す。 

 

〇 学校給食衛生管理基準に則り、衛生管理体制の強化を図り、作業効

率の高い施設、将来にわたり持続可能な調理体制の整備を目指す。 

 

〇 栄養教諭・栄養士等の充実を図り、食育の推進や地産地消等の取組

等を進める。 

 

 

２ 本市の学校給食基本方針  

     

    ■方針１ 学校給食法に則った安全・安心な学校給食を提供する。 

 

    ■方針２ 栄養バランスのとれたおいしい給食を提供する。 

 

    ■方針３ 食育を推進する。 

 

    ■方針４ 食物アレルギーに対応した給食を提供する。 

 

    ■方針５ 環境に配慮した安定かつ持続可能な給食提供体制を構築する。 

 

    ■方針６ 学校給食法に則った学校給食提供の責務を果たす。 
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３ 学校給食基本方針の具体的な考え方 

 

 

■方針１ 学校給食法に則った安全・安心な学校給食を提供する。（答申１、３関係） 

 学校給食法等の関係法令に則った学校給食を実施します。「学校給食衛生管理基準」や「大量調

理施設衛生管理マニュアル」に適合した施設や設備を整備し、ドライシステムの導入や作業区域の

明確化等ＨＡＣＣＰの概念に基づき、衛生管理を徹底した環境で調理します。また、学校給食従事

者が安心して仕事のしやすい環境で作業すること、丁寧な調理及び食品の取扱いが食の安全やおい

しい給食につながります。そのため、作業効率や安全性等を向上させた働きやすい調理場を目指し

ます。 
 

■方針２ 栄養バランスのとれたおいしい給食を提供する。（答申２、８関係） 

 学校給食は、成長期にある子どもたちの健康保持増進や心身の健全な発達、正しい食習慣の形成

に大きな役割を果たします。そのため、学校給食法第８条第２項の規定に基づき、学校給食実施基

準に則り、栄養バランスのとれた給食の提供や、調理方法の工夫によりおいしい給食を提供します。

そのため、温かいものは温かく、冷たいものは冷たいままの状態で給食を提供します。このことを

実施するため高性能な調理機器、より効果的な保温機器の導入等の機能の充実を図ります。 
 

■方針３ 食育を推進する。（答申５関係） 

 学校給食を「生きた教材」としてより効果的に活用した食育を目指します。そのために、栄養教

諭、栄養士等の充実を図り、児童生徒への効果的な食育指導に努めます。また、地域と協力しなが

ら、地場産物を積極的に活用するなど地産地消の取組を促進します。 

 さらに、給食の作り手の様子を見ることができる環境を整備し、施設見学や給食の試食体験を通

して、学校給食に対する理解を深めます。 
 

■方針４ 食物アレルギーに対応した給食を提供する。 

 子どもたちに安全な給食を実施していくために、食物アレルギーに対し、学校と連携を図り、除

去食対応や代替食対応など、各対応レベルを検討しながら進めていきます。また、栄養教諭・栄養

士等の充実を図り体制を整備するとともに、文部科学省の「学校給食における食物アレルギー対応

指針」等に基づき適切なアレルギー対応が実施できる施設整備を検討します。調理から配送、配膳

に至るまでの提供システムの構築に努めます。  
 

■方針５ 環境に配慮した安定かつ持続可能な給食提供体制を構築する。（答申５、６関係） 

 食育の向上、衛生管理の充実を図るため、栄養教諭及び学校栄養職員を配置することができる給

食提供体制の構築を目指します。 

本市の児童生徒数は将来的に減少していくことが見込まれるとともに、調理員の高齢化、担い手

の減少が懸念されます。そのため、合理的で効率的な事業展開が可能となる給食提供体制を構築す

る必要があります。これらの事情を踏まえ、環境負荷の抑制を意識するとともに、財政負担の軽減

を図り、将来的に安定かつ持続可能な給食の運営ができる給食体制や施設の整備を検討します。  

施設建設用地が必要な場合は、市財政への負担を考慮し、既存の市有地を前提としますが、適地

がない場合は購入も視野に入れ、配送時間や周辺環境等を考慮して選定します。 

市内の小中学校では、同一の給食提供方式とすることにより、学校教育活動の一環である学校給食

の公平性を保つとともに、衛生管理面でも提供方式の特性に沿って集中的に取り組むよう努めます。 
 

■方針６ 学校給食法に則った学校給食提供の責務を果たす。（答申４、７、８関係） 

 子どもたちに安全で栄養バランスのとれたおいしい給食を実施していくために、学校給食運営委

員会、献立作成委員会、物資選定委員会、共同調理運営委員会、衛生管理委員会、アレルギー対応

委員会又はこれらと同様の機能を有する組織を設置します。各委員会の委員等は、教育委員会以外

の第三者による各分野の専門的な方を中心とする構成とします。 

 栄養教諭・栄養士等、給食献立、学校衛生管理等運営に関する知識を有する専門家の確保を検討

し、定期的に視察、巡回を実施し、モニタリング及び改善提案に努めます。 
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第３章 学校給食提供方式の検討 

本市では、民間の給食提供事業者による給食の提供を行っています。 

本章では、第１章の学校給食の現状と課題を踏まえ、安全・安心な給食の提供を第一に考え、学

校給食衛生管理基準を満たした施設整備の実現可能性について「単独校調理場方式」「親子方式」

「公設センター方式」「デリバリー方式」について、様々な学校給食提供方式の検討を行い、メリ

ット・デメリットを比較し、本市の学校給食提供方式の方向性を見出します。 

 

１ 提供方式 

学校給食の提供はさまざまな方式があり、提供方式の概要は次のとおりです。 

 

表 9 給食の提供方式 

  

提供方式 概要 

単独校調理場方式（自校方式） 各学校敷地内の調理施設で調理された給食を食缶等で各教室

に配送する方式。 

親子方式 ある学校（親）の調理施設で調理し、給食時間までに食缶等で

自校（親）を含む複数校（子）に配送車で配送する方式。 

新設及び規模拡大は、原則、工業系の用途地域又は市街化調整

区域に限られる。 

公設センター 

方式 

１センター 小中学校の給食を１ヶ所の調理施設で一括して調理し、食缶

等を使用し、配送車で各学校へ配送する方式。 

新設及び規模拡大は、原則、工業系の用途地域又は市街化調整

区域に限られる。 

複数センター 

（２センター

以上） 

小中学校の給食を複数の調理施設で一括して調理し、食缶等

を使用し、配送車で各学校へ配送する方式。 

新設及び規模拡大は、原則、工業系の用途地域又は市街化調整

区域に限られる。 

デリバリー方式 

 

民間事業者が民間の調理施設で調理し、給食時間までに食缶

や盛付け皿やランチボックスにより配送車で配送する方式。 

配膳時間が少なくて済むというメリットがある。米飯や汁物

を食缶で運べば、温かく提供できるが、盛付け皿やランチボッ

クスは、衛生管理上、給食を温かい状態で提供することが難し

い等の課題がある。 
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２ 各提供方式の検討 

（１）単独校調理場方式の検討 

① モデル食数の設定 

各学校のモデル食数は、各学校で児童・生徒数が最大となる年度の児童・生徒数に、教職員や調

理員を加味した概ねの食数を設定しました。 

 

表 10 単独校調理場方式の各学校のモデル食数 

学校名 モデル食数 学校名 モデル食数 

八條小学校 400 食 八潮中学校 600 食 

潮止小学校 800 食 大原中学校 800 食 

八幡小学校 600 食 八條中学校 200 食 

大曽根小学校 600 食 八幡中学校 400 食 

松之木小学校 600 食 潮止中学校   1,400食（注） 

中川小学校 400 食   

八條北小学校 200 食   

大瀬小学校 1,000 食   

大原小学校 800 食   

柳之宮小学校 400 食   

新設小学校 800 食   

（注）八潮市学校適正配置指針・計画による将来の児童生徒数の推計の最大値で積算した。 

 

 

② モデルプランの設定 

本市の学校給食の提供において安全・安心の確保は最優先課題であり、その実現にはＨＡＣＣ

Ｐの概念に基づく「学校給食衛生管理基準」や「大量調理施設衛生管理マニュアル」に適合した施

設の整備・運営が不可欠です。 

このため、学校給食衛生管理基準に基づいて汚染作業区域と非汚染作業区域を明確に区分し、

ドライシステムを導入したモデルプランを設定しました。 

 

表 11 単独校調理場方式のモデルプランの基本条件と面積 

    

 

 

 

 

 

 

 

・ドライシステムを導入する。 

・炊飯設備を導入する。 

・食物アレルギー対応専用の調理コーナーを設置する。 

 

モデルプランの面積 

食数 200 食 400 食 600 食 800 食 1,000 食 1,400 食 

面積 約 230 ㎡ 約 270 ㎡ 約 410 ㎡ 約 470 ㎡ 約 550 ㎡ 約 770 ㎡ 
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200 食：約 230 ㎡ 1400 食：約 770 ㎡ 

400 食：約 270 ㎡ 1000 食：約 550 ㎡ 

600 食：約 410 ㎡ 800 食：約 470 ㎡ 

図 8 単独校調理場方式のモデルプラン図 
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③ 市内小中学校における単独校調理場方式の可能性 

本市において単独校調理場を整備できる可能性のある学校は、表（P３０及び P３１）のとおり

です。整備できる学校は、八條小学校、柳之宮小学校、新設小学校※、八潮中学校、大原中学校の

５校となりますが、新設小学校を除く４校については、校内コンテナルート（給食を給食室から

配膳室まで運搬する動線）が長くなり過ぎる等の問題があります。 

なお、残りの 11 校については、学校の敷地が狭い等の問題があり、単独校調理場は整備でき

ません。 
  ※新設小学校は令和８年４月開校に向けて令和５年１０月に工事発注したため調理場の設置は不可能。 
 

表 12 単独校調理場の整備の可能性（個別評価） 

○：問題無し △：支障あるが設置可能 ×：設置困難（又は詳細検討を要す） 
項目 

学校名 
調理建物 
設置場所 

調理建物 
形状 

既存物への
支障等 

食材配送車
の利便性 

校内コンテナ 
ルート 

インフラ その他 

八條 
小学校 

○ ○ 
△ 

駐車場減少 
○ 

△ 
80m 

△ 
下水(汚水)
なし 

 

潮止 
小学校 

× 
面積確保困難 

× 
整形建物困難 

× 
撤去物多数 

○ 
○ 
隣接 

〇 
下水(汚水)
あり 

 

八幡 
小学校 

○ ○ 
× 

遊具撤去有 

× 
寄せ付き 
困難 

× 
100m 

〇 
下水(汚水)
あり 

 

大曽根 
小学校 

△ 
教室採光に支

障有 
○ 

△ 
樹木伐採有 

△ 
新設出入口

必要 

× 
110m 

〇 
下水(汚水)
あり 

 

松之木 
小学校 

△ 
校庭寄せ付き

困難 
〇 

× 
バスケット
コート滅失 

△ 
寄せ付き 
困難 

△ 
80m 

〇 
下水(汚水)
あり 

 

中川 
小学校 

× 
校庭寄せ付き

困難 
○ 

× 
樹木伐採有 
駐車場減少 

△ 
寄せ付き 
困難 

○ 
40m 

△ 
下水(汚水)
なし 

 

八條北 
小学校 

× 
面積確保困難 

× 
整形建物困難 

× 
樹木伐採有 
駐車場減少 

△ 
寄せ付き 
困難 

△ 
80m 

△ 
下水(汚水)
なし 

 

大瀬 
小学校 

△ 
校庭に抵触 
西門使用不可 

○ 
× 

遊具撤去有 

△ 
新設出入口

必要 

× 
150m 

△ 
下水(汚水)
なし 

 

大原 
小学校 

× 
面積確保困難
キュービクル
等に抵触 

× 
整形建物困難 

× 
樹木伐採 
駐車場減少 

○ 
○ 
隣接 

〇 
下水(汚水)
あり 

体育館 
入口前 

柳之宮 
小学校 

○ ○ 
△ 

駐車場減少 
○ 

○ 
隣接 

△ 
下水(汚水)
なし 

 

新設 
小学校 

○ 
中間報告時 
の評価 

○ 
中間報告時 
の評価 

○ 
中間報告時 
の評価 

○ 
中間報告時 
の評価 

○ 
中間報告時 
の評価 

○ 
中間報告
時の評価 

工事発注
済 

八潮 
中学校 

○ ○ 
△ 

駐車場減少 
○ 

△ 
70m 

〇 
下水(汚水)
あり 

 

大原 
中学校 

△ 
昇降口に近
接、駐輪場寄
せ付き困難、
敷地段差有 

○ 
△ 

駐車場減少 
駐輪場減少 

○ 
○ 
隣接 

〇 
下水(汚水)
あり 

 

八條 
中学校 

× 
面積確保困難 
北側敷地内の
通行不可 

× 
整形建物困難 

× 
駐車場減少 
樹木伐採有 

△ 
寄せ付き 
困難 

○ 
隣接 

△ 
下水(汚水)
なし 

体育館 
利便性低

下 

八幡 
中学校 

○ ○ 
× 

駐車場減少 
樹木伐採有 

○ 

× 
屋内運動場、
鉄塔等への寄
付きを阻害 

〇 
下水(汚水)
あり 

 

潮止 
中学校 

△ 
部室、器具庫
寄せ付き困難 

○ 
× 

校庭減少 

△ 
新設出入口

必要 

× 
130m 

△ 
下水(汚水)
なし 
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表 13 単独校調理場の整備の可能性（総括） 

○：問題無し △：支障あるが設置可能 ×：設置困難（又は詳細検討を要す） 

  

 

学校名 
評価コメント 

総合 
評価 

八條 
小学校 

校内コンテナルートの距離がやや長いものの設置可能。 △ 

潮止 
小学校 

面積確保、建物形状、撤去物多数等の様々な支障あり。 × 

八幡 
小学校 

配送車寄せ付きや校内コンテナルートの距離が長い等の様々な支障あ

り。 
× 

大曽根 
小学校 

校内コンテナルートの距離が長い。教室前設置のため、採光、騒音等

の面において授業に少なからず影響が出る。 
× 

松之木 
小学校 

北側、西側の空地が狭小のため食材搬入車の走行が困難である。ま

た、設置した場合、バスケットコートが使用できなくなる。 
× 

中川 
小学校 

昇降口から校庭へのルートが遮られる。 × 

八條北 
小学校 

面積確保、建物形状、撤去物多数等の様々な支障あり。 × 

大瀬 
小学校 

校内コンテナルートの距離が長く、撤去物多数等の支障あり。 × 

大原 
小学校 

面積確保、建物形状、撤去物多数等の様々な支障あり。 × 

柳之宮 
小学校 

職員駐車スペースが相当数減るものの設置可能。 △ 

新設 
小学校 

設計の完了までは設置可能であったが、令和８年４月開校に向けて令

和５年１０月に工事発注したため調理場の設置は不可能。 

＊中間報告時の評価は「〇」 

― 

八潮 
中学校 

校内コンテナルートの距離がやや長いものの設置可能。 △ 

大原 
中学校 

職員駐車スペースや自転車置場が減るものの設置可能。 △ 

八條 
中学校 

面積確保、建物形状、撤去物多数等の様々な支障あり。 × 

八幡 
中学校 

校内コンテナルートを新設することにより高圧鉄塔、体育館等への外

部からのアクセスが困難。駐車スペースが減少する等の支障あり。 
× 

潮止 
中学校 

校庭が減少し、校内コンテナルートの距離が長い。部室や器具庫への

アクセスに支障が出る。 
× 
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ア 八條小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 潮止小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

既存配膳室近くはスペースが狭く、道路と１階床の高低差(段差)があ
る。さらに、北側に面して昇降口もあり、給食室の設置は困難。 

校内コンテナルートが
やや長い約 80ｍ。 

A4：1/1800 

空地に限りがあり、必要
面積の給食室を設置は
困難。 

駐車場 

※概略図であり概ねの位置・寸法を示す。 

※概略図であり概ねの位置・寸法を示す。 

既存駐車場が
減少。 

防災倉庫 

必要面積の給食室
の設置は困難。 

スペースが狭く、門前でもあり、
給食室の設置は困難。 

身障者用駐車場、スロープを避け
る建物大きさにすると必要面積の
確保困難。門に抵触、体育館入
口に干渉など、各部使用に支障
があり設置困難。 

A4：1/1400 
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ウ 八幡小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 大曽根小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スペースが狭く、門前でもあり、
給食室の設置は困難。 

遊具の撤去必要。校内コンテナルートが長い
（約 100ｍ）。食材配送車の寄せ付きのため渡り
廊下の改修が必要になり設置は困難。 

校内コンテナルートが長く、接続
も難しい。給食室築造による樹木
伐採多数。 

※概略図であり概ねの位置・寸法を示す。 

※概略図であり概ねの位置・寸法を示す。 

正門 

中庭 

南門 

南門からの配送車の進入は、校
庭の横断などの問題がある。 

昇降口 

A4：1/1400 

A4：1/1400 

既設配膳室に近く、正門か
らの配送者の寄せ付きも可
能だが、車両の渡り廊下横
断、児童の校庭への動線の
遮断などの問題あり。 

スペースが狭く、門前でもあり、
給食室の設置は困難。 

中庭の大部分が占有され、教室棟に圧
迫感が生じ、教室採光に支障あり。校内
コンテナルートが長く（約 110ｍ）、配送
車用に門の新設が必要。 

校庭の一部が潰れ、校庭
への動線が遮られる。樹木
の伐採が必要となる。 
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オ 松之木小学校 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 中川小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

葛西用水横の歩道にしか面して
おらず、配送車は北側からの進
入となり、ルートが狭く通行困
難。 
校内コンテナルートがやや長い
（約８０m）。 
校庭の一部に抵触しバスケット
コートが滅失。校庭から体育小
屋等への動線が遮断。 

駐車場、自転車置場が滅失。
樹木の伐採が多数。 
想定場所では東西方向が狭
い。校庭への寄せ付きが遮断さ
れる。 

※概略図であり概ねの位置・寸法を示す。 

※概略図であり概ねの位置・寸法を示す。 

スペースが狭く、門前でもあり、
給食室の設置は困難。 

スペースが狭く、門前でもあり、
給食室の設置は困難。 

A4：1/1400 

A4：1/1400 
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キ 八條北小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 大瀬小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スペースが狭く給食
室の設置は困難。
校内コンテナルート
の確保は困難。給
食室の奥の駐車場
が使用不可となる。 

スペースが狭く、設置困難。 
校内コンテナルートがやや長く
（８０ｍ）、配送車経路も長い。 
設置する場合、駐車場が減少
し、樹木の伐採が発生。 

敷地西側市道は、
狭小で未舗装であ
り、水路を跨ぐ（占
有許可などの確認
が必要）ため、現
実的ではない。 

西門 

※概略図であり概ねの位置・寸法を示す。 

※概略図であり概ねの位置・寸法を示す。 

校庭に抵触し、西門が使用不可となる。配送車の出入口を別
途確保が必要。校内コンテナルートが長い（150m程度）。多くの
遊具利用が出来なくなる。 

A4：1/1400 

A4：1/1400 

昇降口への経路
や屋内運動場の
正面であり設置不
可。 
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ケ 大原小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コ 柳之宮小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※概略図であり概ねの位置・寸法を示す。 

※概略図であり概ねの位置・寸法を示す。 

スペースが狭く、給食室の設置
は困難。 

スペースが狭く、体育館入口前でもあり、給食室の
設置は困難。キュービクルに抵触し移設、地中埋設
幹線経路再検討が必要。駐車場が減少し、樹木の
伐採が発生。 

駐車場減少。 

スペースが狭く、門前でもあり、
給食室の設置は困難。 

A4：1/1400 

A4：1/1400 
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サ 八潮中学校  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シ 大原中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

昇降口に近接。駐車
場・自転車置場が減
少。自転車置場への
動線が遮断。段差あ
り。 

※概略図であり概ねの位置・寸法を示す。 

※概略図であり概ねの位置・寸法を示す。 

スペースが狭く、門前でもあり、
給食室の設置は困難。 

テニスコート 

A4：1/1800 

A4：1/1400 

八潮メセナ駐車場であるた
め設置は困難。 

駐車場減少。校内コンテナルー
トがやや長い（70ｍ）。 

圧迫感あり。配送車ルートに段
差、渡り廊下の横断あり。 

南門からの生徒等の
動線を遮断。 
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ス 八條中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セ 八幡中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

配送車の経路確保
が困難。 

校内コンテナル
ートの設置により
体育館、自転車
置場、鉄塔への
寄せ付きを阻害。 

※概略図であり概ねの位置・寸法を示す。 

※概略図であり概ねの位置・寸法を示す。 

スペースが狭く、門前でもあり、
給食室の設置は困難。駐車場
が減少し、樹木の伐採が発生。
体育館の利便性低下。 

駐車場 

駐車場が減少し、樹
木の伐採が発生。 

配送車の寄せ
付きが困難。 

校内コンテナルートが長
く、校庭を横断する動線
となる。また、体育小屋
への動線を遮断。 

A4：1/1400 

A4：1/1400 
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ソ 潮止中学校 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

校庭減少。校内コンテナルー
トが長い（130m）。配送車用
に門の新設が必要。部室、
器具庫への動線が遮断。 

※概略図であり概ねの位置・寸法を示す。 

スペースが狭く、門前でもあり、
給食室の設置は困難。 

A4：1/1400 
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④ コストの算出 

 

表 14 単独校調理場方式のモデル食数ごとのコスト 

モデル食数 200 食 400 食 600 食 800 食 1,000 食 1,400 食 

施設整備費 
（百万円） 

234 282 410 478 560 775 

年間運営維持管理費 
（百万円） 

22 31 42 50 62 82 

※モデル食数ごとに、民間事業者の見積等により試算を行いました。今後、物価変動等で条件が変わることも想定

されるため、計画が具体的になった段階で精査する必要があります。 

※「施設整備費」に給食室と教室をつなぐ渡り廊下の整備費用や既存物の撤去費用、既存配膳室の改修費用は含み

ません。 

 

 

表 15 単独校調理場方式の各学校のコスト 

学校名 モデル食数 
施設整備費 
（百万円） 

年間運営 
維持管理費 

（百万円） 

八條小学校 400 食 282 31 

潮止小学校 800 食 478 50 

八幡小学校 600 食 410 42 

大曽根小学校 600 食 410 42 

松之木小学校 600 食 410 42 

中川小学校 400 食 282 31 

八條北小学校 200 食 234 22 

大瀬小学校 1,000 食 560 62 

大原小学校 800 食 478 50 

柳之宮小学校 400 食 282 31 

新設小学校 800 食 478 50 

八潮中学校 600 食 410 42 

大原中学校 800 食 478 50 

八條中学校 200 食 234 22 

八幡中学校 400 食 282 31 

潮止中学校 1,400 食 775 82 

 計 6,483 680 
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（２）親子方式の検討 

① モデルプランの設定 

親子方式の学校の組合せは、移動距離を考慮してブロック単位とし、モデル食数は、各ブロッ

クで児童・生徒数が最大となる年度の児童・生徒数に、教職員や調理員を加味した概ねの食数を

設定しました。 

親となる学校に整備する調理室のモデルプランの基本条件は、単独校調理場方式のモデルプラ

ンの基本条件と同様とし、モデルプランの面積を設定しました。 

 

表 16 親子方式のモデル食数 

ブロック 学校名 モデル食数 

八潮中 
ブロック 

潮止小学校 

2,000 食 松之木小学校 

八潮中学校 

大原中 
ブロック 

大曽根小学校 

2,000 食 大原小学校 

大原中学校 

八條中 
ブロック 

八條小学校 

1,000 食 八條北小学校 

八條中学校 

八幡中 
ブロック 

八幡小学校 

1,000 食 柳之宮小学校 

八幡中学校 

潮止中 
ブロック 

中川小学校 

3,000 食 
大瀬小学校 

潮止中学校 

新設小学校 

 

表 17 親子方式のモデルプランの基本条件と面積 

    

 

 

 

 

 

 

     

・ドライシステムを導入する。 

・炊飯設備を導入する。 

・食物アレルギー対応専用の調理コーナーを設置する。 

 

モデルプランの面積 

食数 1,000 食 2,000 食 3,000 食 

面積 約 700 ㎡ 約 1,300 ㎡ 約 1,800 ㎡ 
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1,000 食：約 700 ㎡ 

2,000 食：約 1,300 ㎡ 

3,000 食：約 1,800 ㎡ 

親子方式のモデルプラン図  
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② 市内小中学校における親校としての調理場の整備の可能性 

親校としての調理場の整備については、各ブロックにおいて、最も整備の可能性が高い学校を

抽出して検討しました。 

本市の小中学校と新設小学校は、次の表が示すとおり、新設小学校を除いては、八條中ブロッ

クの八條小学校１校のみ、駐車場が減少しますが親校としての調理場の整備の可能性がありまし

た。 

しかし、残りの学校では、親校としての調理場は整備できません。 

 

 

表 18 市内小中学校における親校としての調理場の整備の可能性 

凡例：〇整備できる △条件付きで整備できる ×整備できない 

ブロック 学校名 
モデル
食数 

調理建物 
設置場所 

用途地域等（原則）※１ 

八潮中 
ブロック 

潮止小学校 

2,000 

× ×第一種中高層住居専用地域 

松之木小学校 × ×第一種中高層住居専用地域 

八潮中学校 ×面積確保困難等 ×第一種中高層住居専用地域 

大原中 
ブロック 

大曽根小学校 

2,000 

× ×第一種中高層住居専用地域 

大原小学校 × ×第一種中高層住居専用地域 

大原中学校 ×面積確保困難等 ×第一種中高層住居専用地域 

八條中 
ブロック 

八條小学校 

1,000 

△校内コンテナル

ートが長い。駐車場

減少。 

〇市街化調整区域 

八條北小学校 × 〇市街化調整区域 

八條中学校 × 〇市街化調整区域 

八幡中 
ブロック 

八幡小学校 

1,000 

× ×第一種中高層住居専用地域 

柳之宮小学校 × 〇準工業地域 

八幡中学校 

×校内コンテナル

ートが長い。校庭減

少。 

×第一種中高層住居専用地域 

潮止中 
ブロック 

中川小学校 

3,000 

× ×第一種中高層住居専用地域 

大瀬小学校 × ×第一種中高層住居専用地域 

潮止中学校 × ×第一種中高層住居専用地域 

新設小学校 〇※２ ×第一種中高層住居専用地域 

※1 第一種中高層住居専用地域内であっても、建築基準法第 48 条ただし書により建築可能な場合もあります。 

※2 新設小学校は令和８年４月開校に向けて令和５年１０月に工事発注したため調理場の設置は不可能。 
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ア 八潮中学校 （親子方式）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 八條小学校 （親子方式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※概略図であり概ねの位置・寸法を示す。 
A4：1/1800 

八潮メセナ駐車場であ
るため、設置は困難。 

既存駐車場が
減少。 

A4：1/1800 
※概略図であり概ねの位置・寸法を示す。 
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ウ 八幡中学校 （親子方式）  

 

 

 

 

 

 

 

  

※概略図であり概ねの位置・寸法を示す。 
A4：1/1400 

校内コンテナルートが長
く、校庭を横断する動線
となる。また、体育小屋
への動線を遮断。校庭が
減少。 
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③ コストの算出 

表 19 親子方式のモデル食数ごとのコスト 

モデル食数 1,000 食 2,000 食 3,000 食 

施設整備費 
（百万円） 

759 1,451 2,005 

年間運営維持管理費 
（百万円） 

96 154 222 

※モデル食数ごとに、民間事業者の見積等により試算を行いました。今後、物価変動等で条件が変わることも想定される

ため、計画が具体的になった段階で精査する必要があります。 

※「施設整備費」に給食室と教室をつなぐ渡り廊下の整備費用や既存物の撤去費用、既存配膳室の改修費は含みません。 

 
 

表 20 親子方式の各ブロックのコスト 

ブロック モデル食数 
施設整備費 
（百万円） 

年間運営 
維持管理費 
（百万円） 

八潮中ブロック 2,000 食 1,451 154 

大原中ブロック 2,000 食 1,451 154 

八條中ブロック 1,000 食 759 96 

八幡中ブロック 1,000 食 759 96 

潮止中ブロック 3,000 食 2,005 222 

計 6,425 722 
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（３）公設センター方式の検討 

① 計画食数の設定 

調理場の調理能力（１日あたりの提供食数）を想定するにあたって、今後の推移を考察します。 

 

ア 提供食数の想定 

 必要提供食数 備考 

児童生徒数 約 7,900 食 中位推計の最大値 8,45７人から令和３年度の
推計値と実績値の差 600 人を差引く。 

教職員等 約 470 食 児童生徒数の 6％（令和３年度実績）。 

学校給食センター関係者 約 70 食 事例より。 

計 約 8,440 食  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※児童生徒数には、特別支援学級在籍児童生徒数を含む。 
※社人研の将来推計では、将来の死亡推移及び出生推移については不確定要素が大きいため、それぞれ中位、高位、低位 

  の３つの仮定を設けている。将来人口推計において最も不確実性を高めている要素は、出生率仮定の設定であるとされ 
  ていることから、本推計では、死亡については中位の仮定として、出生についても中位の仮定とした。 

 

出典：八潮市学校適正配置指針・計画（令和２年３月）に加筆 

図 9 児童生徒数の推移と将来推計 

 

イ 調理能力 

必要提供食数は約 8,440 食ですが、施設規模の１割程度の余剰能⼒が⾒込まれることから、

公設センター方式の標準調理能力は 7,500 食とします。 

公設センター方式の調理能力  ： 7,500～8,500 食 

公設センターを複数設置する場合は、4,000 食を２か所とします。 

複数設置する場合の調理能力 ： 4,000 食を２か所 
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② モデルプランの設定 

表 21 モデルプランの基本条件 

項 目 内 容 

提供食数 7,500 食のケース 及び 4,000 食を２か所のケース 

整備箇所 
7,500 食のケース      ：市内中心部 

4,000 食を 2 か所のケース ：北部の中心部、南部の中心部 

年間給食回数 
児童 183 回、生徒 180 回 

（八潮市学校給食費に関する規則における児童生徒の給食回数）  

事業期間 ― 

提供先 小学校（新設校を含む１１校）、中学校（5 校） 

学級数 ― 

献立数 １献立又は 2 献立 

炊飯対応 対応あり 

建築構造 官庁施設の総合耐震計画基準等に準拠した構造 

延床面積 
提供食数に記載の食数を円滑に供給でき、食育に必要な機能を満たす

面積 

必要諸室 「学校給食衛生管理基準」等を遵守した上で、標準的なものを設定 

厨房の作業環境 ドライシステム 

厨房機器、備品類 提供食数に記載の食数を供給可能な調理機器及び備品類を設置 

配送車数 ― 

衛生管理 
HACCP の概念に基づく「学校給食衛生管理基準」や「大量調理施設

衛生管理マニュアル」に適合した施設 

食物アレルギー対応 アレルギー対応調理室を設置 

公設センター内での食育 見学通路、会議室、食育研修室を設置 

外構 緑地、囲障等 

インフラ整備状況 下水道：公共下水、ガス：都市ガス 

配膳員 学校での給食受取を行う配膳員を確保する。 

 

区 分 室 名 

施設本体 給食エリア プラットホーム、荷受室、検収室、油庫、米庫、洗米室、下処理

室、器具洗浄室、食品庫、計量室、洗浄室、返却前室、残菜処理

室、泥落し室、洗剤庫、調理室（焼物・揚物・蒸物室等）、和え物

室、食物アレルギー対応調理室、炊飯室、消毒保管室、洗浄後室、

配送前室、準備室 等 

事務エリア 事務室、更衣室、休憩室、洗濯・乾燥室、食育研修室、会議室、 

食堂、トイレ、倉庫、書庫、準備室 等 

付帯施設 EV、ゴミ庫、ボイラー室、キュービクル、緑化 等 
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③ コストの算出 

表 22 公設センター方式の食数ごとのコスト 

モデル食数 4,000 食（２か所） 7,500 食（１か所） 

施設整備費 

（百万円） 
3,109 × ２ ＝  6,218  4,443  

年間運営維持管理費 

（百万円） 
309 × ２ ＝     618  532  

※モデル食数ごとに、民間事業者の見積等により試算を行いました。今後、物価変動等で条件が変わることも想定される

ため、計画が具体的になった段階で精査する必要があります。 

※「施設整備費」に既存配膳室の改修費、用地取得費は含みません。 
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（４）デリバリー方式の検討 

現在、本市の学校給食は、給食提供事業者の調理施設で調理したものを対象校に配送するデリ

バリー方式です。本市栄養士が献立を作成して、給食提供事業者が給食を調理し、１日約７，０００

食の学校給食を実施しています。 

デリバリー方式では、民間のノウハウやスケールメリットを活用した効率的な運営が期待でき

る反面、栄養教諭等の配置がされず、給食提供や衛生管理の面においては、給食提供事業者の協

力を得ながら行う必要があります。 

 

表 23 現状と課題 

 現状 課題 

衛生管理 ・ＨＡＣＣＰ指定施設による学校給食

の調理 

・学校給食衛生管理基準に基づき前日

調理は行わず当日調理し、調理後２

時間以内に喫食ができている。学校

到着後、学校で副食（おかず）の盛付

け時間は必要ない。 

・学校給食衛生管理基準に沿った給食

が提供できるよう衛生管理をチェッ

クするため、市が設置した第三者委

員会により、指導助言を受けている。 

・栄養士等による衛生管理、調理工程 

等のモニタリングを実施している。 

・副食（おかず）は保湿食缶方式では

なく盛付け方式のため、調理後  

２０℃付近に冷却し、学校到着後

は、蓄冷材により温度管理を行わ

なくてはならない。 

・配膳までの時間、異物が入り込む危

険性がある。 

・施設の更新、調理方法等で民間事業

者主導のため、市の考えが反映し

にくい面もある。 

給食提供 ・米飯と汁物は、保温食缶を使用して

いるため温かい給食の提供ができて

いる。副食（おかず）は、盛付け方式

で提供しているため、学校での配膳

時間は短いが、温かい副食（おかず）
は提供できていない。 

・将来の児童生徒数の推計や財政状

況の動向を踏まえ、効率的かつ効果

的な施設整備や運営体制の整備が

必要である。 

学校給食に掛

かるコスト 

・施設設備は民間の既設の設備を使用

しているため、直接的な費用は掛か

らない。 

・運営面では、スケールメリットが働 

くためコストを抑制できる。 

・単独校調理場方式や公設センター

方式に比べて財政負担は小さいも

のの、温かい副食（おかず）の提供

が難しく、衛生管理についても市が

直接管理することができない。 

食育の推進/
栄養教諭等
の配置 

・本市栄養士が 巡回指導により学校

を訪問し、食育を行っている。 

・本市栄養士と給食提供事業者の栄養

士が相談・協力しながら業務を行っ

ている。 

・給食施設が公設でないことから、

栄養教諭等の配置はされていない。 

・地場産物の活用が十分とはいえな

いため、より活用できる仕組みづく

りが必要である。 

食物アレル
ギー対応 

・調理場には、代替食や除去食のため

の食物アレルギー対応調理室は設置

されていない。 

・家庭から弁当を持参又は配膳された

給食の一部を除去して食べる方法で

対応している。 

 

・食物アレルギー対応調理室の設置

等による対応が必要である。 
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（５）各提供方式のコスト比較 

 

表 24 各提供方式におけるコスト 

提供方式 

 
施設 
設備費 

（百万円） 

年間運営維持管理費※1 

（百万円） 

 
 
計 

（百万円） 
年間 15 年間 

単独校調理場方式 6,483 680 10,200 16,683 

親子方式 6,425 722 10,830 17,255 

公設センター 
方式 

4,000 食（２か所） 6,218 618 9,270 15,488 

7,500 食（１か所） 4,443 532 7,980 12,423 

デリバリー方式 － 270 4,050 4,050 

※1 給食の提供に必要な費用から「食材料費」を除いたものです。 

※2 平成 27 年度から令和元年度の５年間の実績の平均で積算しています。 

※２ 
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（６）各提供方式の評価（まとめ） 

 

表 25 各提供方式の評価（まとめ） 

◎評価たいへん高い  〇評価高い  △ふつう  ×評価低い 
 単独校調理場方式 

（自校方式） 
親子方式 

公設センター方式（センター方式） 
デリバリ―方式 

１センター 複数センター 

方針１ 

 

学校給食法

に則った安

全・安心な

学校給食を

提供する 

・栄養教諭等が配置さ 

れない学校がある。 

・敷地が狭く、限られ 

た人員では、学校給

食衛生管理基準等に

基づく衛生管理が困

難である。 

・調理場の数が多いた

め、集中管理の徹底

が難しい。 

・食中毒事故が発生し 

た場合、自校に限定

されるため、危害規

模はセンターに比較

し、格段に小さい。

ただし、単独校調理

場方式の数だけ事故

のリスク数は増え

る。 

・栄養教諭等が配置さ

れない学校がある。 

・敷地が狭く学校給食

衛生管理基準等に基

づく衛生管理が困難

である。 

・調理場の数が多いた

め、個別管理の徹底

が必要となる。 

・食中毒事故が発生し

た場合、当該ブロッ

クの学校に限定され

る。 

・衛生管理が一元管理

できず、ブロックご

とに事故のリスクは

増える。 

・センターを設置した

場合には、栄養教諭

等が配置される。 

・調理施設が１か所で

あるため、管理は統

一し集中して行え

る。 

・調理業務が完全分業

で行え、学校給食衛

生管理基準に対応で

きる。 

・食中毒事故が発生し

た場合、大規模な事

故に発展する可能性

がある。 

・調理工程や労務管理

等で一元管理による

集中した衛生管理が

できるため事故のリ

スクは減る。 

・センターを設置した

場合には、栄養教諭

等が配置される。 

・調理施設が複数であ

るため、衛生管理

は、統一し集中して

行えない。 

・調理業務が完全分業

で行え、学校給食衛

生管理基準に対応で

きる。 

・食中毒事故が発生し

た場合配送される対

象校に影響。 

・衛生管理が一元管理

できずセンターの数

の分だけ事故のリス

クは増える。 

・栄養教諭等の配置は

なく、市主導の調

理・衛生管理が行い

づらい。 

・高度な衛生管理体制

及び環境を整えるこ

とで、民間主導のも

と、調理ができる。 

・食中毒事故が発生し

た場合、大規模な事

故に発展する可能性

がある。 

・市と民間企業の協力

により衛生管理を行

う必要がある。 

△ △ ◎ ○ △ 

方針２ 

 

栄養バラン

スのとれた

おいしい給

食を提供す

る 

・２時間以内適温給食 

提供可能 

・敷地に制限があるた 

め調理機器に制限が

ある。 

・調理、配膳、提供の 

ラインが最も短いた

め、また食数規模か

ら勘案しても品質面

では最良と言える。

そのため、メニュー

のバリエーションに

おいてはセンター給

食などと比べるとメ

ニューアイテムは豊

富になる。 

・２時間以内適温給食

提供可能 

・敷地に制限があるた

め調理機器に制限が

ある。 

・２時間以内適温給食

提供可能 

・調理機器等の設置に

制限がないため、提

供できるメニューが

増える。 

・２時間以内適温給食

提供可能 

・調理機器等の設置に

制限がないため、提

供できるメニューが

増える。 

・盛付け方式のため現

状では、温かい副食

（おかず）の提供が

できない。 

・食材の調達は、民間

主導となる可能性が

ある。 

◎ ○ ○ ○ △ 
方針３ 

 

食育を推進

する 

・栄養教諭等が配置さ 

れない学校もあり、

格差が生じ食育に影

響がある。 

・調理者との交流が図 

れる。 

・見学スペースの確保 

は難しい。 

・給食室の外から適宜 

様子を見ることが施

設の立地によっては

可能である。給食の

調理中における香り

や光景などは食欲や

興味の原点にもな

り、食に関心が持

て、食育に貢献でき

る。 

・栄養教諭等が配置さ

れない学校もあり格

差が生じ、食育に影

響がある。 

・親校のみ調理場が身

近に感じる。 

・見学スペースの確保

は難しい。 

・センターに栄養教諭

等が複数人配置され

るため、食育が行い

やすい。 

・見学機能や研修室を

設けることが可能

で、食育を行うこと

ができる。 

・センターに栄養教諭

等が複数人配置され

るため、食育が行い

やすい。 

・センターが複数にな

ることにより、栄養

教諭等の配置数が若

干増える。 

・見学機能や研修室を

設けることが可能

で、食育を行うこと

ができる。 

 

・栄養教諭等が配置さ

れない。 

・調理者との交流は図

りにくい。 

・見学機能や研修室を

設けることが可能

で、民間企業の協力

のもと、食育を行う

ことができる。 

・地場産物が取り入れ

づらい。 

○ △ ◎ ◎ △ 
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 単独校調理場方式 

（自校方式） 
親子方式 

公設センター方式（センター方式） 
デリバリ―方式 

１センター 複数センター 

方針４ 

 

食物アレル

ギーに対応

した給食を

提供する 

・個別のアレルギー専

用スペースは持ちに

くく、常にリスクを

伴う。 

・個別のアレルギー専

用スペースは持ちに

くく、常にリスクを

伴う。 

・一定の除去食対応可

能 

・食物アレルギーに対

応できる独立した調

理室の設置により、

提供側も利用者も安

心感が高まる。 

・一定の除去食対応可

能 

・食物アレルギーに対

応できる独立した調

理室の設置により、

提供側も利用者も安

心感が高まる。 

・アレルギー対応室が

ないため、除去食

は、学校で対応す

る。 

× × ◎ ◎ △ 
方針５ 

 

環境に配慮

した安定か

つ持続可能

な給食提供

体制を構築

する 

・児童生徒数の増減に

対応しにくい。 

・敷地に余裕のない学

校が多く、一斉での

設置は不可 

・施設整備費、維持管

理運営費は、公設セ

ンター方式よりも高

額となる。 

・労働者の確保困難 

・調理業務を委託する 

場合には、委託する

給食会社、配置され

る人材の質により運

営の良否に影響を及

ぼすことがある。 

・単独校調理場方式よ

りも面積が必要なた

めさらに敷地に余裕

のない学校が多く、

一斉での設置不可 

・施設整備費、運営維

持管理費は、公設セ

ンター方式よりも高

額となる。 

・栄養教諭等が配置さ

れる。 

・児童生徒数の急増や

統廃合に対応しやす

い 

・他の方式よりも施設

設備、人員等が集約

されスケールメリッ

トが働き、費用が安

価となる。 

・全校一斉に開始がで

きる。 

・栄養教諭等が配置さ

れる。 

・１センターより児童

生徒数の急増や統廃

合に対応しづらい。 

・施設整備費、運営維

持管理費ともに、単

独校調理場方式や親

子方式に比べて安価

であるが、１センタ

ー方式よりも高額と

なる。 

・コンセプトの異なる

複数のセンターを作

ることもできる。 

・施設整備は設置済み

のため、初期費用な

どの投資は不要。 

・既存のシステムがそ

のまま使用されるた

め、最も安価であ

り、長年培ったノウ

ハウはあるが、新設

や改修によるシステ

ム、機器などの向上

は期待しにくい。 

 

 

△ △ ◎ ◎ △ 
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（７）各提供方式の評価（総括表） 

表 26 各提供方式の評価（総括表） 

 

 単独校調理場方式 

（自校方式） 
親子方式 

公設センター方式 
デリバリー方式 

１センター 複数センター 

方針１ 
※各方針は欄外記載 

△ △ ◎ ○ △ 

方針２ ◎ ○ ○ ○ △ 

方針３ ○ △ ◎ ◎ △ 

方針４ × × ◎ ◎ △ 

方針５ △ △ ◎ ◎ △ 

総合評価 ○ △ ◎ ◎ △ 

 ・栄養教諭等の未配置

校が生じ、当該校の

衛生管理・食育が不

十分。 

・事故が発生した場

合、自校に限定され

るが、集中的に一元

管理できないため、

それぞれの学校での

事故のリスクが高ま

る。 

・個別のアレルギー専

門スペースは、持ち

にくく常にリスクを

伴う。 

・施設整備にあたり物

理的制約が大きく、

建設不可能な学校が

多い。 

・公設センター方式に

比べて施設整備費、

運営維持管理費が高

額となる。 

・調理人員の確保が困

難で不安定に陥りや

すい。 

・全校一斉に実施でき

ないことから、結果

的に様々な提供方式

となり、公平性に欠

ける。 

・栄養教諭等の未配置

校が生じ、当該校の

衛生管理・食育が不

十分。 

・事故が発生した場

合、当該ブロックの

学校に限定される

が、集中的に一元管

理できないため、そ

れぞれの学校での事

故のリスクが高ま

る。 

・個別のアレルギー専

門スペースは、持ち

にくく常にリスクを

伴う。 

・施設整備にあたり制

約が大きく建設不可

能な学校がほとんど

である。 

・公設センター方式に

比べて施設整備費、

運営維持管理費が高

額となる。 

・全校一斉に実施でき

ないため、結果的に

様々な提供方式とな

り、公平性に欠け

る。 

・センターを設置した

場合には、栄養教諭

等が配置され、セン

ターの設備を活用し

た食育を行えるた

め、食育での評価は

高い。 

・事故が発生した場合

全校に影響するが、

調理施設が１か所で

あるため管理は統一

し集中して行うこと

ができ、事故のリス

クは低くなる。 

・アレルギー対応につ

いては対応室の設置

が可能で優位性があ

る。 

・他の方式と比較し施

設整備費、運営維持

管理費が安価とな

り、持続可能で安定

的といえる。 

・建設用地の確保が課

題である。 

 

・センターを設置した

場合には、栄養教諭

等が配置され、セン

ターの設備を活用し

た食育を行えるた

め、食育での評価は

高い。 

・事故が発生した場合

配送される対象校に

影響するが、調理施

設が複数か所である

ため、１センターと

比べ衛生管理は集中

した一元管理でき

ず、管理が分かれ

る。 

・アレルギー対応につ

いては対応室の設置

が可能で優位性があ

る。 

・１センターと比較し

施設整備費、運営維

持管理費が高額とな

る。 

・建設用地を複数か所

確保することが課題

である。 

・コンセプトの異なる

複数のセンターを作

ることもできる。 

・栄養教諭等の配置は

なく、市主導の調

理・衛生管理が行い

づらい。 

・食中毒事故が発生し

た場合全校に影響す

る。 

・衛生管理について、

市と民間企業の協力

により行う必要があ

る。 

・アレルギー対応室が

ないため、除去食

は、学校で対応す

る。 

・施設整備費はかから

ず安価であるが、既

存のシステムがその

まま使用されるた

め、新設や改修によ

るシステム機能など

の向上は期待しにく

い。 

・盛付け方式のため現

状では、温かい副食

（おかず）の提供が

できない。 

 

 
方針１ 学校給食法に則った安全・安心な学校給食を提供する。 
方針２ 栄養バランスのとれたおいしい給食を提供する。 
方針３ 食育を推進する。 
方針４ 食物アレルギーに対応した給食を提供する。 
方針５ 環境に配慮した安定かつ持続可能な給食提供体制を構築する。 
方針６ 学校給食法に則った学校給食提供の責務を果たす。⇒比較対象としていません。 

  

◎評価たいへん高い  〇評価高い  △ふつう  ×評価低い 
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３ 八潮市における給食提供方式の検討のまとめ 

ここまでに検証した、学校給食衛生管理基準や大量調理施設衛生管理マニュアルに適合した施設整備の

可能性、財政負担の比較、本市の学校給食基本方針に基づく定性的評価から、以下の理由により単独校調

理場方式、親子方式やデリバリー方式と比べ、公設センター方式の方が、より評価が高い結果となりまし

た。 

現在ある市内１５校で単独校調理場方式や親子方式を行う場合については、給食施設整備に適した敷地

の面積が狭いため、①学校給食衛生管理基準等を満たした調理場の整備が困難な学校が多く、②整備が可

能であったとしても、工事期間中は学校活動に支障をきたす課題、③校庭が狭くなる等により、工事完了

後も学校活動に支障をきたす等の課題があります。 

また、従来のデリバリー方式についても、コスト面では利点が多いものの、給食の温かさや衛生管理を

市側だけではできないこと等の課題があります。 

一方、公設センター方式は、衛生管理や食物アレルギー対応に優れ、児童生徒数の増減においても柔軟

に対応でき、コスト面でも優位性が明らかとなりました。また、栄養教諭等の配置もされ、公設センター

ならば衛生管理を集中的に行うことができます。 

施設の整備にあたっては、安全・安心の確保に加え、将来にわたって安定的に給食を提供できることが

重要であると考えます。 

 

各提供方式の検討結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）全ての単独校調理場方式及び親子方式の調理場を整備するためには長期間を要する。ま

た、ほとんどの小中学校は敷地が狭いため、学校給食衛生管理基準等を満たした施設を

整備することは困難である。 

（２）単独校調理場方式又は親子方式の調理場を整備する場合、工事期間中は建物や校庭等が

使用できなくなること及び整備後も調理場の面積分は学校においての使用面積が狭くな

るため、学校活動への影響がある。 

（３）公設センター方式は、衛生管理及び食物アレルギー対応に最も優れている。また、単独校

調理場方式や親子方式よりも施設整備費や運営維持管理費等の財政負担が小さい。 

（４）保温性に優れた給食容器や最新の調理機器の導入により、公設センターでも「温かくてお

いしい給食」の提供は可能である。 

（５）デリバリー方式については、他の方式に比べて財政負担は小さいものの、温かい副食（お

かず）の提供が難しく、衛生管理についても市側だけでは行うことができない。 
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第４章 学校給食施設の方向性 

１ 学校給食施設の方向性 

（１）既存校への給食室 

第３章の学校給食提供方式の検討で明らかになったように、栄養教諭等の配置や集中した衛生管理等、

学校給食衛生管理基準や大量調理施設衛生管理マニュアルへの適合や学校運営への影響、さらに、経費

や調理員等の確保といった持続可能な学校給食の提供の面でも、単独校調理場方式や親子方式の提供方

式には課題が多くあります。また、単独校調理場方式の給食施設の整備に関して、物理的制約が大きく

一斉に設置することはできません。 

 

（２）新設小学校への給食室 

新設小学校の給食室は、設計上可能ですが、市内で１校のみ単独校調理場方式又は１ブロックのみ親

子方式で給食を提供することは、公設センターの整備に加え、調理や衛生管理等の経費が別途掛かりま

す。さらに、公の学校給食であるため他校の児童生徒と区分することの妥当性や公平性等の課題があり

ます。 

 

（３）デリバリー方式 

デリバリー方式では、民間のノウハウやスケールメリットを活用した効率的な運営が期待できる反面、

栄養教諭等の配置がされません。また、市側だけでの給食提供や衛生管理を行うことができません。 

 

（４）公設センター方式 

本市の面積は 18.0２km2とコンパクトであるため、公設センターを設置する場合において、地域の大

部分が調理後２時間以内の喫食が可能となるエリアと考えられます。また、令和８年度開校予定の新設

小学校を合わせても１６校であり、公設センターを設置した場合には、集中的に衛生管理を徹底するこ

とにより、事故を起こさない学校給食の提供が可能です。 

また、事故が起きた場合のリスク分散の考え方、つまり事故が起きることを想定することも大切です

が、食中毒事故後、本市が主張し続けてきた「二度と食中毒事故を起こさない」、この言葉の意味どおり

事故を起こさない最善の方策として、より一層集中した衛生管理を実施することが、本市の現状では、

最も重要であると考えます。 

 

２ 八潮市学校給食ビジョンの学校給食提供方式について 

 第３章の学校給食提供方式の検討及び第４章１（１）～（４）の検討の結果、本市の今後の学校給食提

供方式につきましては、各学校には調理室を設置せず、「公設センター方式」が望ましいという結論に至

りました。 

 また、公設センターを 1 か所又は複数箇所にするかに関しましては、 

①二度と食中毒事故を起こさないために、衛生管理を集中した一元管理とすること。 

②公設センターを複数設置した場合には、複数箇所分の施設整備費及び運営維持管理費が掛かること。 

以上の観点から八潮市学校給食ビジョン中間報告で導き出した給食提供方式は「公設センター方式（１

か所）」となりましたが、中間報告の公表後、リスク分散の観点等から「公設センター方式（複数箇所）」

を望む声も多く寄せられていることを踏まえ、総合的な判断のもとで提供方式を決定する必要がありま
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す。 

このため市では、集団食中毒のリスクや栄養教諭の配置面等を考慮し、「公設センター１か所」と同水

準の集中した衛生管理を行い、二度と食中毒事故を発生させない体制を整える前提で、「公設センター方

式」で「複数の共同調理場の設置」を目指します。 

 

３ 学校給食施設のあり方 

新設する公設センターは、第２章八潮市学校給食基本方針を踏まえ、次のとおり設定します。 

 

（１）学校給食衛生管理基準等の遵守 

安全で安心な給食を提供するためには、適切な衛生管理のもとに調理されることが前提となります。

HACCP の概念に基づき、「学校給食衛生管理基準」及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」等に適合

した施設整備を行い、ドライシステムを導入し、徹底した衛生管理を行います。 

 

表 27 学校給食衛生管理基準等の遵守 

衛生区分・動線計画 ・施設内を汚染作業区域、非汚染作業区域及びその他の区域に部屋単位で

明確に区分 

・汚染作業区域、非汚染作業区域の前にそれぞれ専用の準備室を設置 

・調理員、食材、機器類等が交差することなく、作業動線が一方通行とな

る諸室の配置 

ドライシステム ・室内の湿度を低く保つことで細菌やカビの繁殖を抑制し、床からの跳ね

水による食中毒菌の二次汚染を防ぐことができる「ドライシステム」（床

に水が落ちない構造の施設・設備、機械器具を使用し、床が乾いた状態

で作業するシステム）の導入 

温度・湿度の管理 ・調理場内の温度・湿度管理を適切に行うため、「学校給食衛生管理基準」

を遵守して、施設は十分な換気を行い、高温多湿を避けるとともに、調

理場の温度は２５℃以下、湿度は８０％以下に保つ、空調及び換気設備

の設置 

異物混入の防止 ・衣服に付着した頭髪や汚染物質、虫等が調理場内へ入り込まないよう、

調理場の出入口等にエアシャワーやエアカーテン等の設備の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 ドライシステムの例 

Rei  
 

写真 調理室見学窓の例 

※出典：改訂 学校給食施設の手引き （美しい学校給食施設研究委員会） 



58 

 

（２）公設センターにおける児童生徒に必要な「食育の推進」 

現在、本市栄養士による食育の充実を図っていますが、より効果的に食育を推進していくためには、

さらに学校給食に触れる機会を作ることも重要です。このため、調理工程を見学できる場を設けるとと

もに、見学に来る児童生徒が食に関する正しい知識を学べる施設とします。 

 

 

（３）食物アレルギー対応の実施 

食物アレルギーの対応において、最優先すべきはいかなる場合においても安全性の確保ができること

です。これを実現するためには、献立の工夫、人員の確保、担当者の知識や技術の向上等、さらには細

部にわたる準備とチェック等について組織で対応することが重要です。 

特定原材料８品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）について、詳細な献立表を

作成することにより誤食を防ぐよう対応します。 

また、アレルギー対応調理室を設けることにより、除去食（一部の原材料）を調理し、児童生徒に対

して安全で安心な学校給食を提供します。 

 

表 28 学校給食における食物アレルギー対応の目標と原則 

目標 

 
アレルギーを有する児童生徒においても、給食時間を安全に、かつ楽しんで

過ごすことができる。 

原則 ● 食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供する。そのためにも、

安全性を最優先とする。 

● 食物アレルギー対応委員会等により組織的に行う。 

● 「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づき、医

師の診断による「学校生活管理指導表」の提出を必須とする。 

● 安全性確保のため、原因食物の完全除去対応（提供するかしないか）を

原則とする。 

● 学校及び調理場※１の施設設備、人員等を鑑み無理な（過度に複雑な）対

応は行わない。 

● 教育委員会等※２は食物アレルギー対応について一定の方針を示すとと

もに、各学校の取組を支援する。 

※１ 本指針において「調理場」とは、特段の区分がない限り、単独校調理場・共同

調理場等を含む、学校給食調理施設全体を指す。 

※２ 本指針において「教育委員会等」とは、公立学校における教育委員会のほか、

国立大学附属学校における国立大学法人、私立学校における学校法人等、学校の

設置者を指す。 

出典：学校給食における食物アレルギー対応指針（文部科学省） 
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表 29 アレルギーの対応レベル 

レベル１ 

詳細な献立表対応 

 

・給食の原材料を詳細に記した献立表を事前に配布し、それをもとに保護者

や担任などの指示又は児童生徒自身の判断で、給食から原因食品を除いて

食べる対応。単品で提供されるもの（例 果物など）以外、調理されると

除くことができないので適応できない。 

・詳細な献立表の作成と配布は学校給食対応の基本であり、レベル２以上の

対応でも、あわせて提供すること。 

レベル２ 

弁当対応 
一部弁当対応 

・除去又は代替食対応において、当該献立が給食の中心的献立、かつその代

替提供が給食で困難な場合、その献立に対してのみ部分的に弁当を持参す

る。 

完全弁当対応 

・食物アレルギー対応が困難なため、すべて弁当持参する。 

レベル３ 

除去食対応 
・広義の除去食は、原因食物を給食から除いて提供する給食を指し、調理の

有無は問わない。 

 【例】飲用牛乳や単品の果物を提供しない 等 

 本来の除去食は、調理過程で特定の原材料を除いた給食を提供することを

指す。 

 【例】かき玉汁に卵を入れない 等 

レベル４ 

代替食対応 
・広義の代替食は、除去した食物に対して何らかの食材を代替して提供する

給食を指し、除去した食材や献立の栄養価等の考慮の有無は問わない。本

来の代替食は、除去した食材や献立の栄養量を考慮し、それを代替して１

食分の完全な給食を提供することを指す。 

出典：学校給食における食物アレルギー対応指針（文部科学省） 

 

（４）適温かつ調理後２時間以内の給食提供 

「学校給食衛生管理基準」では、「共同調理場においては、調理した食品を調理後２時間以内に給食で

きるようにするための配送車を必要台数確保すること」、「配送及び配食に当たっては、必要に応じて保

温食缶及び保冷食缶若しくは蓄冷材等を使用し、温度管理を行うこと」、「調理後の食品は、適切な温度

管理を行い、調理後２時間以内に給食できるよう努めること」となっています。 

配送校までの所要時間を１５分～２０分以内の距離となるよう配置し、最適な配送ルート・配送校の

組み合わせ・配送車の台数について検討を行い、運営維持管理費における財政負担の軽減を図るととも

に、調理後２時間以内に喫食できるよう効率的な配送計画を組み立てます。 

また、保温食缶等を整備することにより、適切な温度管理を行い適温での給食を提供します。 

 

（５）単独校調理場方式の良い部分をできる限り取り入れる 

単独校調理場方式の良いところとして、主に児童生徒と栄養教諭等とのコミュニケーションがあげら

れます。学校規模により、全ての学校に栄養教諭等が配置されるわけではありませんが、直接の言葉の

やり取りなど、児童生徒は食に対する関心や残食の軽減につながるといったことが聞かれます。 

このような単独校調理場方式の良いところをできる限り取り入れられるよう運営します。 
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実際には、次のような取組を行っていきます。 

➀調理場内に専用の見学通路を設け、実際の調

理作業を見学し、給食に対する理解を深めま

す。また、見学通路には給食、食育、地場産

物等に関する写真や解説等を掲示し、食に関

する指導を行う場とします。 

➁給食時間に、その日の学校給食にちなんだ食

材や調理に関する内容について放送しても

らえる仕組みを充実させます。また、学校と

協力し、学校公設センターへの児童生徒の意

見や質問及びその回答等のやり取りをとお

して交流を図ります。 

③定期的に、栄養教諭等が学校訪問し、給食の時間や教科の時間等に児童生徒への食育を行いなが

らコミュニケーションを図ります。 

 

（６）特別給食の実施 

本市では、これまで、地場産物を食材としたハッピーこまちゃんデー、複数のメニューから児童生徒

が自ら栄養バランス等を考え食べるものを選択する「バイキング給食」等の特別給食を実施してきまし

た。 

新たな公設センターにおいても、児童生徒に喜ばれる特別給食の実施に向け取り組みます。 

 

（７）献立数 

公設センター運営に必要な人員及び経費、機材を集中的に投じて厳格な衛生管理を行うことで、事故

を未然に防ぐことを前提としますが、給食事故の発生時のさらなるリスク分散を図り、地場産物を取り

入れやすく、調理時間の短縮が可能な 2 献立を基本に検討します。  

 

表 30 献立数の比較 

１献立 ・食材の種類が２献立に比べて少ないため、下処理のシンク数と作業人員

を抑制できる。 

・食材の種類あたりの量が 2 献立に比べて多いため割安になりやすい。 

・品目数が２献立に比べて少ないため、アレルギー対応が容易である。 

・献立を検討する栄養教諭等の負担が 2 献立に比べて少ない。 

２献立 ・食材の種類あたりの必要量が１献立の半分程度に抑えられるため、食材

調達が容易になり、地場産物を取り入れやすい。また、調達が困難にな

った場合でも柔軟に対応できる。 

・2 献立とすることで、設置する揚物機、焼物機の調理能力を全食数の半

分程度に抑えられ、調理時間の短縮も可能。 

・別ラインで調理するため、事故発生時の被害規模を半分程度に抑えられ

る。 

 

 

写真 回転釜体験コーナーの例 

出典：改訂 学校給食施設の手引き 
 （美しい学校給食施設研究委員会） 



61 

（８）施設の概要 

表 31 施設の概要 

調理食数 概ね 7,500 食 ・今後の児童生徒数、教職員数等の推移を踏まえ、市内全域の児童生徒、教

職員等に提供するために必要な１日あたりの食数を設定 

・炊飯対応あり。 

配送校 小学校１１ 

中学校 ５ 

・今後の公設センターでの配送対象校 

食物 

アレルギー 

対応 

食物アレルギー

対応 

・詳細な献立表対応：特定原材料８品目（えび・かに・くるみ・小麦・そ

ば・卵・乳・落花生） 

・一部の原材料は除去食対応を行う。 

衛生管理 衛生区分 ・汚染作業区域 

・非汚染作業区域 

・その他の区域 

動線計画 ・調理員、食材、機器類等が交差することなく、作業動線が一方通行となる

諸室の配置 

ドライシステム ・床に水が落ちない構造の施設・設備、機械器具を使用 

・床が乾いた状態で作業 

温度・湿度管理 ・空調及び換気設備の設置（調理場も含む） 

異物混入防止 ・調理場の出入口等へエアシャワーやエアカーテン設備等の設置 

諸室 汚染作業区域 ・検収室、食品の保管室、下処理室、返却された食器・食缶等の搬入場及び

洗浄室（機械、食器具類の洗浄・消毒前） 等 

非汚染作業区域 ・調理室（切裁、加熱調理、冷却、食缶への配食、アレルギー対応調理室 

等）、配膳室、食品・食缶の搬入場及び洗浄室（機械、食器具類の洗浄・

消毒後） 等 

その他 ・更衣室、休憩室、調理員専用トイレ、洗濯室、前室、事務室、会議室、食

堂、食育研修室、見学通路 等 

建設用地 配送条件 ・配送校に調理後２時間以内に喫食できるよう各配送校への時間距離を勘案

し、それに適した用地であること。 

・配送車や食材運搬車の出入りに適した幅員を有する道路への接道がある用

地であること。 

法的条件 ・建築基準法上では、工場に区分される施設であり、建設可能な用途地域で

あること。 

環境条件 ・調理や車両の出入りによる騒音、臭気の発生の可能性があり、周辺住民、

周辺環境等へ配慮できる立地条件であること。 

インフラ条件 ・エネルギー消費等が大きいため、電気、ガス、上下水道等の必要なインフ

ラ条件が整っていること。 
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（９）施設イメージ 

7,500 食：約 3,700 ㎡（1F:2,900 ㎡、2F：800 ㎡） 
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4,000 食：約 2,600 ㎡（1F:2,100 ㎡、2F：500 ㎡） 
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図 10 機能関係図 
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４ 建設用地 

（１）安全・安心な学校給食の提供に適した土地の確保 

学校給食施設の建設用地として、十分な広さを有し、建設用地選定にあたり、主な項目、条件・評価

内容は次の表のとおりであり、①法規制 ②環境面 ③施設立地条件から評価し、判断した上、最適な

用地が、市有地の中から確保できれば理想的です。一方、市有地がない又は不足する場合、土地の購入

又は借用をしなければならず、相応の財源と地権者の合意が必要となります。そのため、市有地を中心

に、比較検討を行い、安全・安心な学校給食の提供に適した土地の確保を目指します。 

 

図 11 敷地条件・評価内容 

項 目 条件・評価内容 

① 法規制 

 
・原則、工業系の用途地域又は市街化調整区域であること。工業系以外の用途

地域の場合、建築基準法第 48 条ただし書の許可が必要となる。 

② 環境面 ・周囲の民家や人が生活していると考えられる施設の立地が多いほど、近隣へ

の影響に配慮する必要がある。 

・河川氾濫による浸水が市内全域に想定されるため、被害を軽減できる用地を

選定する必要がある。 

③ 施設立地条

件 
・学校給食衛生管理基準に適合するなど、必要な機能を確保できる施設面積を

確保できること。 

・配送車や食材運搬車、来客等の出入りに適した幅員を有する道路への接道が

ある用地であること。６ｍ以上が望ましい。 

・配送校で調理後２時間以内に喫食できるよう、各配送校への時間距離を勘案

し、それに適した用地であること。 

・用地取得の容易性を評価する。市有地の場合は、取得費等が不要である。既

存施設の有無により容易性が異なる。 

・電気、ガス、上下水等のインフラの整備状況を評価する。インフラが未整備

の場合別途費用が発生することを考慮する必要がある。 
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（２）給食センターの敷地規模、延床面積の想定 

給食センターの敷地規模や延床面積については、学校給食衛生管理基準が平成 21 年に施行されたこ

とから、近年整備された事例を参考に、調理能力が 4,000 食の場合と 7,500 食の場合の規模を想定し

ました。 

調理能力が 4,000 食の場合は、延床面積が約 2,400 ㎡、敷地面積が 6,300 ㎡となり、調理能力が

7,500 食の場合は、延床面積が 3,700 ㎡、敷地面積が 7,900 ㎡と想定しました。 

 

調理能力 4,000 食のケース 7,500 食のケース 備考 

延床面積 約 2,400 ㎡ 約 3,700 ㎡ 図 12 の近似式を用いて算定 

敷地面積 約 6,300 ㎡ 約 7,900 ㎡ 図 13 の近似式を用いて算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 学校給食センター整備事例※における調理能力と延床面積の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 学校給食センター整備事例※における調理能力と敷地面積の関係 

※整備事例は、学校給食センターの PFI 公募情報等を閲覧できる特定非営利活動法人日本 PFI・

PPP 協会 HP より、調理能力が 2,000 食から 10,000 食で平成 21 年以降の事例を参考にし

た。（調理能力に対し突出して敷地面積が大きな事例は除く。） 
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５ 施設整備、維持管理、運営の事業手法 

（１）最適な事業手法の検討 

学校給食基本方針では、「財政負担の軽減を図り、将来的に安定かつ持続可能な給食の運営ができる給

食体制や施設の整備を検討します」としていることから、財政負担の抑制に努めながら安全・安心で栄

養バランスのとれたおいしい給食の提供等を行います。事業手法については、民間活力の導入を含め幅

広く検討し、効果的な手法を導入します。 

民間活力を活用した各事業手法には、それぞれ優れた点があるため、新たな施設が整備されることが

確定した段階において、補助金や民間に委ねる事業範囲、調理能力、本市の財政状況等を精査し、最適

な事業手法を採用する必要があります。 

 

（２）公設の給食センターにおける主な事業手法 

学校給食施設の事業手法について、本市と資金調達、施設整備（設計・建設）、維持管理、運営との関

係等を考慮して、最適な事業手法を導入する必要があります。 

施設整備及び維持管理・運営において、民間活力を導入した場合については、例として次のような方

式が挙げられます。 

 

① 直営方式（運営を公共が実施）／ ② 直営方式（運営を民間に委託） 

① 直営方式（運営を公共が実施） 

概要 スキーム図 

・公共が資金調達を行い、施設整備、

維持管理を個別に単年度を基本に

発注し、市の職員が運営を担う方

式です。 

・施設の所有は市となります。 

 

 

 

 

 

 

 

② 直営方式（運営を民間に委託） 

概要 スキーム図 

・公共が資金調達を行い、施設整備、

維持管理、運営を個別に単年度を

基本に発注する方式です。 

・施設の所有は市となります。 
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③ ＤＢＯ方式 

概要 スキーム図 

・ＤＢＯ（Design Build Operate）

方式は、PFI 法（民間資金等の活用

による公共施設等の整備等の促進

に関する法律）によらず、施設整

備、維持管理・運営を民間事業者

へ一括して発注する方式です。 

・施設の所有は市となります。 

 

 

 

④ ＰＦＩ事業方式 

概要 スキーム図 

・ Ｐ Ｆ Ｉ （ Private Finance 

Initiative）事業方式は、PFI 法に

基づき、施設整備、維持管理・運

営を民間事業者へ一括して発注す

る方式です。 

・施設の所有は建設後に市の所有と

なる BTO（Build Transfer and 

Operate）方式と、事業期間終了

後に市の所有となる BOT（Build 

Operate and Transfer）方式が

あります。 

・BOT は後述するリース方式と運

営期間中施設を所有するなど類似

する点が多いことと、学校給食セ

ンターの PFI では BTO が多くを

占めていることから、比較の対象

としていません。 

・施設整備、維持管理・運営を民間

事業者へ一括して発注することは

DBO と同じですが、PFI 法に基づ

くことと、施設整備等の資金を

SPCが調達することがDBOと大

きく異なります。 

 

企業グループ 

設計建設工事企業体 

本市 
資金 
調達 

設計 
企業 

契約 

建設 
企業 

基本契約 

維持管理 
企業 

運営 
企業 

契約 

契約 

SPC※ 

契約 

企業グループ 

本市 

設計 
企業 

契約 

建設 
企業 

契約 

維持管理 
企業 

契約 

運営 
企業 

長期契約 

SPC 

事業契約 

金融 
機関 

融資契約 

直接協定 

※SPC（Special Purpose Company：特別目的会社） 
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６ 事業の整備期間 

「５ 施設整備、維持管理、運営の事業手法」で整理した事業手法ごとの一般的な整備期間は、次のよ

うなものが考えられます。 

 

① 直営方式（運営を公共が実施）／ ② 直営方式（運営を民間に委託） 

 1 年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 

導入可能性調査                   

業務発注                   

設計（基本・実施）                   

建設                   

民間事業者の募集・運営準備               
供用開始 

維持管理・運営               

 

③ ＤＢＯ方式  

 1 年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 

導入可能性調査                   

民間事業者の募集・業務発注          
         

設計（基本・実施）                   

建設                   

運営準備                   

維持管理・運営                供用開始 

 

④ ＰＦＩ事業方式 

 1 年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 

導入可能性調査                   

民間事業者の募集・業務発注                   

事前準備（SPC 設立等）                   

設計（基本・実施）                   

建設                   

運営準備                   

維持管理・運営                供用開始 

 

※建設用地が決まり、整備することが確定した時期を開始年度とし、建設用地の取得等にかかる期間は加味していない。また、

いずれの方式も「PFI 導入可能性調査」を実施する前提で整備期間を整理した。 
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７ 今後の施設整備等の検討課題 

今後、公設の給食センターの実現に向けて必要となる検討課題は次のとおりです。 

（１）建設用地の確保 

① 市有地の確保 

② 市有地に加え一部民有地を確保することの可能性 

 

（２）事業手法の決定 

本市の状況を踏まえた事業手法の検討 

 

（３）計画的な事業の実施 

① 計画的に事業を推進するための合意形成 

② 事業開始時期の検討 

 

（４）必要な機材等を配置し万全な維持管理を実施 

① 安全・安心な学校給食に必要な設備 

② 温かくおいしい給食を提供するための設備 

③ 充実した食育を実施するための設備 

④ 地場産野菜を数多く受け入れるための設備 

⑤ 各学校の配膳室修繕の検討 

 

（５）施設の老朽化等に伴う対応 

① 標準的な稼働期間の設定 

② 稼働期間経過後への対応想定 

 

（６）その他 

① 定期的な衛生検査の実施 

② 維持管理面でのフォローを行うための点検評価の実施 

 ③ 安全・安心かつ確実な食物アレルギー対応の実現 

④ 災害への対応 

⑤ 環境や景観への配慮 

ア ゼロカーボンシティへの対応 

イ 環境や景観への配慮にあたっての課題の整理 
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第５章 学校給食ビジョン全体のまとめ 

  本市がこの度策定した学校給食ビジョンは、本市の学校給食の将来構想とするもので、特に給

食提供方式の検討に重点を置き、その結果、現在の本市を取り巻く状況においては、「公設の給食

センター※」を整備して、安全・安心で持続可能な学校給食を提供することが望ましいものとし

ています。 

  令和４年１１月に公表した中間報告では、１か所の公設の給食センターに対して、人員及び経

費、機材を集中的に投じて厳格な衛生管理を行うことにより、事故を未然に防ぐことが最も重要

であると捉え、「公設の給食センター１か所」を新たに整備することが望ましい、との内容とした

ところです。 

  しかしながら、この「１か所の整備」に対しては、リスク分散の観点から「複数箇所の整備」

を求める声が多く寄せられたことから、改めて内容について慎重に検討した結果、「公設センタ

ー１か所」と同水準の集中した衛生管理を行い、二度と食中毒事故を発生させない体制を整える

前提で、「公設センター方式」で「複数の共同調理場の設置」を目指すこととしました。 

  これにより、検討すべき課題が増えたため、その解決に向けた対応を早急に行う必要が生じま

す。具体的には、複数の給食センターを整備する際に必要となる「土地の確保」や「費用負担」、

「事業手法」「整備時期」「各センターから提供する学校の振り分け」「安定的な従事者の確保」

「建て替えを含む老朽化への計画的な対応」等が挙げられ、また、その整備後については、本市

にとって初めてとなる公設の給食センターを、最も重要である「安全・安心」に最大限の配慮を

しながら適切に運営することが求められます。 

  公設の給食センターを複数整備するためには、まだまだ検討し解決すべき事項が数多くありま

す。今後、この学校給食ビジョンに記載の内容に沿って、施設整備に係る基本計画の策定等を進

め、本市の望ましい学校給食の実現につなげます。 

そのためには、安全・安心で栄養バランスを考慮したおいしい給食を提供し、児童生徒の健や

かな成長を促すとともに、学校給食衛生管理基準に則って衛生管理体制の強化を図り、作業効率

の高い施設で将来にわたり持続可能な調理体制の整備を目指すことが重要となります。併せて、

栄養教諭・栄養士等の充実を図り、食育の推進や地産地消等の取組等を進めることも重要であり、

公設の給食センターが整備されるまでの期間においても、同じ考え方のもとで学校給食事業を実

施します。 
 

 ※公設の給食センターの事業手法は、「直営方式（運営を公共が実施・運営を民間に委託）」「DBO 方式」

「PFI 方式」等が候補に挙げられます。 
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参考資料１ 八潮市学校給食審議会からの答申 

 

答  申 
 

令和２年６月２６日（金）発生しました食中毒により、実に３，４５３名の児童

生徒及び教職員が健康被害を受けました。この事故を受け、１５名の審議員から

なる学校給食審議会（以下、審議会）が設置されました。 

８月２８日（金）に第１回審議会が開催され、八潮市教育委員会より「今後の学

校給食のあり方について」諮問を受けました。 

以来、「次代を担う子ども達」のために、安全安心な学校給食のあり方について

積極的な審議を重ねてまいりました。その結果につきまして、審議会として次の

通り答申いたします。 

 

１．教育委員会は学校給食法に則った学校給食を実施すること。 

 

２．学校給食法第 8 条 2 項に基づき、教育委員会は学校給食実施基準に則った学

校給食を児童生徒たちに提供すること。 

 

３．学校給食法第 9 条 2 項に基づき、教育委員会は学校給食衛生管理基準に則っ

た学校給食を児童生徒たちに提供すること。 

 

４．１の責務を果たし、かつ２及び３を実施するために、教育委員会は、学校給食

運営委員会、献立作成委員会、物資選定委員会、共同調理運営委員会（共同調理

方式を採用する場合）、衛生管理委員会、アレルギー対応委員会を設置すること。 

また学校給食衛生管理基準に則り、各委員会は教育委員会以外の者の意見を

尊重しなければならない。各委員会が適切に機能するために、各委員会の人員

は教育委員会以外の人員で構成されること。 

 

５．現在の八潮市には、全面委託を実施しているために、学校給食法に則り学校

給食の衛生管理と食育を推進できる適切な人材が配置されていない。 

東部給食センターとの全面委託による学校給食の提供を行っているが故に、

栄養教諭および学校栄養職員が配置される条件を満たせず、八潮市の栄養教諭

および学校栄養職員が 0名である状況が要因となっている。 

そのため、市内 15校分の食育と衛生管理が十分に行える程度の栄養教諭と学 

校栄養職員を配置できる体制を構築すること。 
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６．５を実施するために、八潮市は現在の民間への全面委託方式から公設公営若

しくは公設民営（調理のみ委託）による方式へ移行すること。具体的には、公設

の給食共同調理場及び単独校調理室を設置し、学校給食衛生管理基準を遵守し

た運営を行うこと。また、市内 15校分の食育と衛生管理が十分に行える程度の

栄養教諭と学校栄養職員を配置するため、および大規模集団食中毒のリスクを

分散させるため、市内に複数の共同調理場を設置するものとし、単独校方式及

び親子方式での運用が合理的な学校については単独校方式及び親子方式を採用

するものとする。 

 

７．2020年 10月 27日、教育委員会は東部給食センターによる学校給食を、改善

策を講じながら 2020年 11月 10日に再開すると発表した。現時点で学校給食衛

生管理基準に則った運用が実現できているとは言えず、いくつかの問題を抱え

ていることが明らかとなっている。これらの問題を解決していくという教育委

員会からの約束が学校給食衛生管理基準に沿って確実に果たされるために、教

育委員会は、教育委員会および東部給食センターの取り組みをチェックし、指

導・助言できる第三者委員会を設置すること。メンバーは、検討委員会委員、学

校給食を熟知した専門家、教員、保護者、有識者とすること。 

 

８．栄養士等の学校衛生管理等の知識を有する専門家の確保を検討する。 
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参考資料２ 中間報告(令和４年１１月策定)の骨子 

１ 八潮市学校給食ビジョン中間報告作成について 

本市の学校給食におきまして、令和２年６月２６日、給食提供事業者による調理工

程の誤りがあったため、大規模な食中毒事故が発生してしまい、３，４５３人という大

変多くの児童生徒及び教職員が健康被害を受けてしまいました。 

市教育委員会では、この給食事故を受け、有識者、学校関係者等で構成する「八潮市

学校給食審議会」を設置し、「今後の学校給食のあり方」について同年８月２８日に諮

問し、全６回の会議を経て、同年１１月４日に答申を受けました。 

この答申は、学校給食法に則った学校給食の実施、食育と衛生管理が十分に行える

栄養教諭と学校栄養職員を配置できる体制の構築、公設公営又は公設民営による方式

への移行などが含まれた内容でした。 

市教育委員会では、この答申の内容を踏まえるとともに、今後、将来にわたり想定さ

れる市を取り巻く情勢や少子化などの社会状況等、学校給食法を包括的に捉え、安全

安心で持続可能な学校給食のあり方について総合的に整理し、専門家の助言のもと、

本市の学校給食の将来構想とする「八潮市学校給食ビジョン」を策定することとしま

した。 

八潮市学校給食ビジョン（以下「学校給食ビジョン」という。）の最終的な策定は、令

和５年度中となる見込みですが、八潮市学校給食ビジョン中間報告（案）（以下「中間報

告（案）」という。）を令和４年７月末までに作成し、その際には学校給食の提供方式

の方向性等を先行して示すこととしました。 

中間報告（案）の作成にあたり、令和４年１月に「八潮市学校給食事業推進専門員」

を新たに委嘱し、学校給食に関する専門的な部分について助言等をいただき、同年３月

には、市内小中学校の全児童生徒及び教職員を対象とする学校給食に関するアンケー

ト調査を実施し、さらに、パブリックコメントを実施し、その結果を反映しました。 
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２ 中間報告の見方 

この中間報告に記載の内容は、学校給食ビジョンの策定に向けた取組を進める中で、

先行してまとめた内容の一部を抜粋して作成したものです。 

「３ 報告内容」は、これらの内容を基に、主要な部分に絞ってまとめたものであ

り、八潮市学校給食審議会からの答申との関連性にも触れています。 

令和５年度中の策定を見込む「学校給食ビジョン」の策定時にも、中間報告に記載の

文章や図表等と同一の文章や図表等を使用することを前提としています。 

 

 

３ 報告内容 

（１）八潮市学校給食提供方針 

本市の学校給食では、本市の学校給食の目指す姿を実現するため、次のとおり基本方

針を掲げます。 

【本市の学校給食の目指す姿】 

〇 安全・安心で栄養バランスを考慮したおいしい給食を提供し、児童生徒の健

やかな成長を促す。 

〇 学校給食衛生管理基準等に則り、衛生管理体制の強化を図り、作業効率の高

い施設、将来にわたり持続可能な調理体制の整備を目指す。 

〇 栄養教諭、栄養士等の充実を図り、食育の推進や地産地消等の取組等を進め

る。 

【本市の学校給食基本方針】 

方針１ 学校給食法に則った安全・安心な学校給食を提供する。 

方針２ 栄養バランスのとれたおいしい給食を提供する。 

方針３ 食育を推進する。 

方針４ 食物アレルギーに対応した給食を提供する。 

方針５ 環境に配慮した安定かつ持続可能な給食提供体制を構築する。 

方針６ 学校給食法に則った学校給食提供の責務を果たす。 

 

 

（２）学校給食提供体制について 

① 学校給食提供方式について 

学校給食法第４条には、小学校及び中学校を含む「義務教育諸学校の設置者は、当該

義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない」と規定

されています。この学校給食の実施に必要な施設として、同法及び学校給食法施行令に

おいて単独校調理場（１の義務教育諸学校の学校給食の開設に必要な施設）と共同調理

場（２以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設）に係る規定があります。 
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単独校調理場を設置する方式は、自校方式ともいわれ、学校敷地内に給食調理室を設

置し、そこで調理したものを当該学校の児童・生徒に提供する方式となります。 

また、共同調理場を設置する方式については、給食調理室が設置された学校において自

校分の給食と近接する学校の給食を調理して近接する学校に配送する親子方式と大型

の共同調理場を設置することで複数の学校の給食を一括して大量調理して各学校に配

送するセンター方式に区分されます。 

その他の方式として、民間調理業者に調理を委託し、民間の調理場で調理された給食

や弁当を購入し学校に配送する方式があります。 

この学校給食ビジョンにおいては、各学校において自校分の給食を調理して提供す

る方式を「単独校調理場方式」とし、共同調理場を設置する方式では市内の小中学校を

近接する５つのブロックに区分し各ブロック１校に設置した共同調理場から近接する

給食調理室を設置していない学校にも給食を配送する方式を「親子方式」とし、市が大

型調理場を設置することで複数の学校の給食を一括して大量調理して各学校に配送す

る方式を「公設センター方式」とし、現在の本市の学校給食の提供方式である民間の給

食加工業者が給食を調理し各学校に配送する方式を「デリバリー方式」としています。

これら４つの方式について、それぞれのメリット・デメリットを比較・検討することで、

本市におけるより良い学校給食のあり方について検証しました。 

 

② 各学校給食提供方式に係る検討結果 

ⅰ．単独校調理場方式 

「単独校調理場方式」が市内の既存の小中学校において実現可能か調査した結果、

多くの小中学校で「物理的に面積が不足する（足りない）」「空きスペースに調理室を設

置できても配膳時の距離が長く現実的でない」「学校の機能が著しく低下する（児童

生徒の動線・駐車場・駐輪場）」「校舎との兼ね合いで食材配送車を調理室付近に寄

せることが困難」といった課題があることがわかりました。 

仮に、市内全小中学校に調理室を設置した場合には、他の方式に比べて施設整備に

係るコストは最も高価となり、長期的なコスト面でも、比較的高価になると考えられ

ます。 

また、限られた学校のみ「単独校調理場方式」を導入するという考え方については、

導入できない学校との比較で公平性の面で大きな課題があります。 

単独校調理場方式における栄養教諭等の配置では、「児童又は生徒数５５０人未満

の学校は４校に１人」、「児童又は生徒数５５０人以上の学校は１人」が基準となって

います。本市の場合、令和４年５月時点で児童又は生徒数が５５０人に満たない学校

が１０校あり、当該校については、４校に１人の割合での配置が基準となるものです。

また、児童又は生徒数が５５０人以上の学校は５校ありますが、そのうちの４校では

調理室の設置は困難となっており、残りの１校では「支障はあるが設置は可能」との

評価となります。また、この栄養教諭等の配置基準は、児童又は生徒数が５５０人前
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後で異なることから、その学校の各年度の児童又は生徒数の変動により、栄養教諭等

が「配置される」、「配置されない」といった不確定な要素が考えられます。 

学校給食審議会からの答申では、「単独校方式（及び親子方式）での運用が合理的

な学校については単独校方式（及び親子方式）を採用する（注：答申の「単独校方式」は

「単独校調理場方式」と同意味）」よう求められていますが、公平性の面から、合理的な学

校があるとの判断ができません。 

このため、本市の小中学校における現状の敷地面積や校舎（配膳室・配膳エリア）

の状況等を鑑み、また、公平性の面も考慮した結果、本市において「単独校調理場方

式」を導入することは困難であるとの判断に至りました。 

 

ⅱ．親子方式 

「親子方式」が市内の既存の小中学校において実現可能か調査した結果、新設小

学校を含め、複数の小中学校を親校とする親子方式の導入について、「面積の面」で

は可能性を残す学校がありますが、市内の全ての小中学校を親子方式で網羅するよう

な提供体制とすることはできないものと判断しました。 

また、親子方式の親校は、「製造工場」の扱いとなり、用途地域の制限を受けます。

許可を受けることにより、建築が可能となる場合がありますが、特に、住居系の用

途地域内にある学校を親校としようとする場合には、その地域の近隣にお住まいの

皆さんの理解が必須であると考えられ、その実現性は不透明です。 

仮に、市内の小中学校を５つのブロックに区分し各ブロックの１校にそれぞれ調理

室を設置した場合には、長期的なコスト面では他の方式に比べ最も高価となるものと

考えられます。 

「単独校調理場方式」と同様に、限られた学校のみ「親子方式」を導入するという

考え方については、導入できない学校との比較で公平性の面で大きな課題があります。 

親子方式における栄養教諭等の配置については、単独校調理場方式に準じた配置基

準となるため、単独校調理場方式に記載したとおりとなります。 

学校給食審議会からの答申では、「（単独校方式及び）親子方式での運用が合理的

な学校については（単独校方式及び）親子方式を採用する」よう求められています

が、公平性の面から、合理的な学校があるとの判断ができません。 

本市の小中学校における現状では、面積上の制約もさることながら、公平性の面

も考慮した結果、本市において「親子方式」を導入することは困難であるとの判断に

至りました。 

 

ⅲ．公設センター方式 

「公設センター方式」について、１か所の給食センターの場合は「７，５０

０食」、２か所の給食センターの場合は「各４，０００食」と仮定し、実現可能か

調査したところ、整備用の土地の確保については別途検討が必要となりますが、



78 

実現可能であると判断しました。 

学校給食に関するアンケート（令和４年３月調査実施）の結果でも明らかな、本市

の学校給食における大きな課題の一つである「温かい副食（おかず）」の提供につい

ては、新設の給食センターであれば実現可能であり、衛生管理の面でも、市が直接的

に管理することが可能な状況となるため、安全安心な学校給食の提供により近づくも

のと考えます。 

また、長期的なコスト面での比較では、１か所の給食センターの場合と２か所の給

食センターの場合とで、異なりますが、「単独校調理場方式」及び「親子方式」と比

べても安価であり、持続可能な学校給食提供方式として望ましいものと考えます。 

公設センターにおける栄養教諭等の配置では、「児童及び生徒数１，５０１人以上６，

０００人未満に学校給食を提供する給食センターに２人」「児童及び生徒数６，０

０１人以上に学校給食を提供する給食センターに３人」が基準となります。 

学校給食審議会からの答申では、「公設の給食共同調理場及び単独校調理室の設

置」について求めており、「公設の給食共同調理場（給食センター）」の設置は、答申が求

める内容と合致しているものです。 

本市の学校給食における最重要課題は、「安全・安心な学校給食の提供」であり、

二度と食中毒事故を起こさないような体制づくりが必要と捉えています。 

この観点から、公設の給食センターの設置数について検討した結果、１か所の公

設の給食センターに対して、人員及び経費、機材を集中的に投じて厳格な衛生管理

を行うことにより、事故を未然に防ぐことが必要であると判断しました。 

このため「公設の給食センター１か所」を新たに整備することが望ましいと考えられます。 

 

ⅳ．デリバリー方式 

「デリバリー方式」は、現在の本市の学校給食の提供方式であり、本市で長く学校

給食を提供してきた事業者においては、民間企業ならではのノウハウ、スケールメ

リット等を活かしながら、７，０００食という大規模な食数の学校給食を安定して

提供してきた実績があります。 

本市の学校給食は、当該事業者の存在なしに実現しなかったものと考えられます

が、システムとして細菌の繁殖を防ぐために「温かい副食（おかず）」の提供が実

現できない状態が長く続き、このことに関する否定的な意見が長年に渡り出されて

おり、この度、実施したアンケート調査の結果でも、その実情が明らかであると考え

られます。 

令和２年６月２６日に発生した食中毒事故では、給食施設の衛生管理におきまして、

市職員による関与が希薄ではないかとの意見を多数いただき、市教育委員会では、

特に衛生管理の面では、現在のデリバリー方式における限界を強く認識したところで

す。 

デリバリー方式におきましては、民間の共同調理場で学校給食が調理されることに
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なるため、栄養教諭等の配置はありません。 

また、学校給食審議会からの答申では、「民間への全面方式からの移行」が求められ

ています。 

デリバリー方式は、コストの面では、他の提供方式と比較して、初期投資を必要と

しない分、有利な条件で学校給食を提供することができます。 

しかし、「市の管理下における安全安心な学校給食」で「温かい副食（おかず）」

を提供する、という考え方によりますと、将来的に公設の給食センターの実現につな

げる必要があるものと考えます。 

それぞれの給食提供方式を比較した結果を次ページのとおりまとめました。 
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各提供方式の評価（総括表） ◎評価たいへん高い  〇評価高い  △ふつう  ×評価低い 
 単独校調理場方式 

（自校方式） 
親子方式 

公設センター方式 
デリバリー方式 

１センター ２センター 
 

方針１ 
※各方針は欄外記載 

 

△ △ ◎ ○ △ 

方針２ ◎ ○ ○ ○ △ 

方針３ ○ △ ◎ ◎ △ 

方針４ × × ◎ ◎ △ 

方針５ △ △ ◎ ◎ △ 

総合評価 ○ △ ◎ ◎ △ 

 ・栄養教諭等の未配置

校が生じ、当該校の

衛生管理・食育が不

十分。 

・事故が発生した場

合、自校に限定され

るが、集中的に一元

管理できないため、

それぞれの学校での

事故のリスクが高ま

る。 

・個別のアレルギー専

門スペースは、持ち

にくく常にリスクを

伴う。 

・施設整備にあたり物

理的制約が大きく、

建設不可能な学校が

多い。 

・公設センター方式に

比べて施設整備費、

運営維持管理費が高

額となる。 

・調理人員の確保が困

難で不安定に陥りや

すい。 

・全校一斉に実施でき

ないことから、結果

的に様々な提供方式

となり、公平性に欠

ける。 

・栄養教諭等の未配置

校が生じ、当該校の

衛生管理・食育が不

十分。 

・事故が発生した場

合、当該ブロックの

学校に限定される

が、集中的に一元管

理できないため、そ

れぞれの学校での事

故のリスクが高ま

る。 

・個別のアレルギー専

門スペースは、持ち

にくく常にリスクを

伴う。 

・施設整備にあたり制

約が大きく建設不可

能な学校がほとんど

である。 

・公設センター方式に

比べて施設整備費、

運営維持管理費が高

額となる。 

・全校一斉に実施でき

ないため、結果的に

様々な提供方式とな

り、公平性に欠け

る。 

・センターを設置した

場合には、栄養教諭

等が配置され、セン

ターの設備を活用し

た食育を行えるた

め、食育での評価は

高い。 

・事故が発生した場合

全校に影響するが、

調理施設が１か所で

あるため管理は統一

し集中して行うこと

ができ、事故のリス

クは低くなる。 

・アレルギー対応につ

いては対応室の設置

が可能で優位性があ

る。 

・他の方式と比較し施

設整備費、運営維持

管理費が安価とな

り、持続可能で安定

的といえる。 

・建設用地の確保が課

題である。 

 

・センターを設置した

場合には、栄養教諭

等が配置され、セン

ターの設備を活用し

た食育を行えるた

め、食育での評価は

高い。 

・事故が発生した場合

配送される対象校に

影響するが、調理施

設が２か所であるた

め、１センターと比

べ衛生管理は集中し

た一元管理できず、

管理が二分する。 

・アレルギー対応につ

いては対応室の設置

が可能で優位性があ

る。 

・１センターと比較し

施設整備費、運営維

持管理費が高額とな

る。 

・建設用地を２か所確

保することが課題で

ある。 

・コンセプトの異なる

２つのセンターを作

ることもできる。 

・栄養教諭等の配置は

なく、市主導の調

理・衛生管理が行い

づらい。 

・食中毒事故が発生し

た場合全校に影響す

る。 

・衛生管理について、

市と民間企業の協力

により行う必要があ

る。 

・アレルギー対応室が

ないため、除去食

は、学校で対応す

る。 

・施設整備費はかから

ず安価であるが、既

存のシステムがその

まま使用されるた

め、新設や改修によ

るシステム機能など

の向上は期待しにく

い。 

・盛付け方式のため現

状では、温かい副食

（おかず）の提供が

できない。 

 

方針１ 学校給食法に則った安全・安心な学校給食を提供する。 

方針２ 栄養バランスのとれたおいしい給食を提供する。 

方針３ 食育を推進する。 

方針４ 食物アレルギーに対応した給食を提供する。 

方針５ 環境に配慮した安定かつ持続可能な給食提供体制を構築する。 

方針６ 学校給食法に則った学校給食提供の責務を果たす。⇒比較対象としていません。 
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③ 本市の今後の学校給食提供方式 

これまで学校給食提供体制について、様々な方式を検討してきましたが、前記の総括

表の総合評価を鑑み、次のように結論付けました。 

 

本市が給食センターを整備して運営する「公設センター方式」が望ましい 

 

公設センターを設置する際の留意点として、本市の学校給食基本方針２「栄養バラン

スのとれたおいしい給食を提供する。」の比較において、公設センター方式は「１セン

ター」「２センター」ともに「〇（評価高い）」との評価となっている点が挙げられます。

しかし、給食アンケートにおいても、おいしい給食を求める意見が多いことを尊重し、

本市で公設センターを設置する際には、「八潮市の学校給食がおいしい」と多くの児童

生徒が感じることができるように努力を重ね、その結果、単独校調理場方式と同様に

「◎（評価大変高い）」となるように努めてまいります。 

また、リスク分散のあり方について検討し、厳格な衛生管理とリスク分散の両立につ

いて十分配慮しながら、検討してまいります。 

 

④ 新設小学校における調理室の設置について 

本市では、南部地区の児童数の増加に対応するため、令和８年度の開校を目指して、

新設小学校の整備を進めています。 

令和８年度からの開校を実現するためには、スケジュールの関係上、新設小学校建設

基本設計（案）を令和４年７月中にまとめる必要があり、その前提となる、中間報告

（案）における「新設小学校における調理室の設置の有無」に関する方向性を、その前

に示す必要があります。 

このため、中間報告（案）において、新設小学校における調理室の設置についてお示

ししました。 

 

■検討結果 

新設小学校には調理室を設置しない 

【理由】 

・新設小学校への調理室の設置については、新設であるが故に、建設上の考え方

に限定すれば「調理室」の設置は可能です。また、単独校調理場方式の規模を超

える親子方式での親校としての「共同調理場」の設置については、使用面積が単独

校調理場方式より増えることは確実であるものの、建設上の考え方に限定（用途地

域上の課題は別）すれば設置は可能な状況と考えられます。 

しかしながら、前記のとおり、本市の学校給食は「公設の給食センター」を新た

に整備することを目指す、としたところであり、学校給食審議会の答申にあった、

「単独校方式及び親子方式での運用が合理的な学校については単独校方式及び親
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子方式を採用する」という考え方から、新設小学校１か所だけ特別な対応をするこ

とは合理的であるといえません。 

つまり、スケールメリットを活かして厳格な安全管理のもとで既存の市内１５校

に提供しようとする学校給食について、１６校目の新設小学校だけ、公設の給食

センターからの提供を受けず、独自で学校給食事業を実施していくことは、給食

の提供面から効率が悪く、衛生管理の分散の点で不安要素が増えるため、合理的で

はありません。 

また、「新設校は調理室の設置が可能であるため設置してほしい」との要望が寄

せられていることは事実ですが、前提として市教育委員会としましては、「教育の

機会均等」を大前提とする考え方のもとで各種の判断をしており、学校給食の提供

方式という、重要な教育の要素が特定の学校だけ異なることは、望ましい状態では

ないと考えます。 

以上の理由により、「新設小学校には調理室を設置しない」との結論に至りました。 
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参考資料３ 学校給食センター整備事業事例一覧 

表 学校給食センター整備事業事例一覧 

  事業名 自治体 築年 
調理 
能力 

敷地 
面積 

延床 
面積 

備考 

1 (仮称)名取市新学校給食センター 宮城県名取市 2010 8,500 6,800 3,322 PFI 
2 久留米市中央学校給食センター 福岡県久留米市 2010 8,000 6,545 3,570 PFI 
3 御殿場市学校給食センター 静岡県御殿場市 2010 5,000 7,388 2,531 PFI 
4 千葉市新港学校給食センター 千葉県千葉市 2010 10,000 6,635 3,900 PFI 
5 二宮町学校給食センター 神奈川県中郡二宮町 2010 2,500 1,701 1,421  
6 邑楽町立学校給食センター 群馬県邑楽郡 2011 3,000 8,910 1,994  
7 気仙沼市中央学校給食センター 宮城県気仙沼市 2011 3,000 6,000 1,632  
8 大洲市学校給食センター 愛媛県大洲市 2012 4,300 5,048 2,549 PFI 
9 (仮称)愛西市学校給食センター 愛知県愛西市 2012 4,500 5,500 2,500 PFI 
10 東松島市新学校給食センター 宮城県東松島市 2012 4,500 6,458 2,870 PFI 
11 加須市立加須学校給食センター 埼玉県加須市 2012 7,000 6,527 3,034  
12 海老名市食の創造館 神奈川県海老名市 2012 8,000 4,974 3,484  
13 那須鳥山市学校給食センター 栃木県那須鳥山市 2012 3,000 4,251 1,962  
14 神崎市学校給食共同調理場 佐賀県神崎市 2012 3,200 5,289 1,812  
15 銚子市学校給食センター 千葉県銚子市 2013 5,200 4,100 2,852 PFI 
16 鶴ヶ島市学校給食センター 埼玉県鶴ヶ島市 2013 6,500 6,720 3,340 PFI 
17 立川市新学校給食共同調理場 東京都立川市 2013 7,000 8,800 4,605 PFI 
18 小樽市学校給食センター 北海道小樽市 2013 9,000 10,164 4,093  
19 笠間市学校給食センター 茨城県笠間市 2013 2,500 4,368 1,546  
20 みなべ町立学校給食センター 和歌山日高郡 2013 2,000 2,518 1,242  
21 大竹市学校給食センター 広島県大竹市 2013 2,200 4,873 1,183  
22 諫早市東部学校給食センター 長崎県諫早市 2013 8,000 8,071 2,879  
23 鎌ケ谷市市学校給食センター 千葉県鎌ケ谷市 2014 10,000 8,000 5,193 PFI 
24 田原市給食センター 愛知県田原市 2014 9,000 16,862 5,527 PFI 
25 燕市西部学校給食センター 新潟県燕市 2014 4,000 6,608 2,894  
26 宇部市学校給食センター 山口県宇部市 2014 4,000 7,040 2,453  
27 光市学校給食センター 山口県光市 2014 4,500 7,000 2,095  
28 安来市学校給食センター 島根県安来市 2015 3,300 5,500 1,989  
29 大牟田市中学校給食センター 福岡県大牟田市 2015 3,000 5,247 1,834  
30 北空知圏学校給食センター 北海道北空知 2015 2,200 3,723 1,745  

31 
(仮称)ふじみ野市上福岡学校給食
センター整備運営事業 

埼玉県ふじみ野市 2016 7,000 5,900 3,518 PFI 

32 
(仮称)野々市市小学校給食センタ
ー施設整備・運営事業 

石川県野々市市 2016 3,500 6,330 1,868 PFI 

33 石狩市学校給食センター 北海道石狩市 2016 4,000 10,947 3,316  
34 湯沢市統合学校給食センター※ 秋田県湯沢市 2016 4,000 ※16,189 2,732 ※ 
35 石巻市東学校給食センター 宮城県石巻市 2016 7,000 8,450 3,341  
36 千葉市こてはし学校給食センター 千葉県千葉市 2017 8,000 6,164 3,346 PFI 
37 (仮称)伊達市学校給食センター 北海道伊達市 2017 3,300 4,001 3,301 PFI 
38 粕屋町学校給食共同調理場 福岡県粕屋町 2017 7,000 7,247 3,566 PFI 
39 藤岡市学校給食センター 群馬県藤岡市 2017 7,000 8,791 3,775  

40 笠岡市学校給食センター 岡山県笠岡市 2018 3,900 10,257 3,141 PFI 
41 館林市立学校給食センター 群馬県館林市 2018 7,000 7,438 3,667 PFI 
42 桜井市学校給食センター 奈良県桜井市 2018 5,000 9,817 2,727 PFI 
43 静岡市立北部学校給食センター 静岡県静岡市 2018 10,000 6,900 4,010 PFI 
44 伊達保原学校給食センター 福島県伊達市 2018 5,000 8,670 3,258  

45 茂原市学校給食センター 千葉県茂原市 2019 6,500 9,000 2,735 PFI 

46 
善通寺市・琴平町・多度津町学校
給食センター 

香川県善通寺市 2019 6,500 5,345 3,394 PFI 

47 (仮称)生駒北学校給食センター 奈良県生駒市 2019 8,000 8,257 3,891 PFI 
48 習志野市学校給食センター 千葉県習志野市 2019 8,000 6,000 3,580 PFI 
49 学校給食共同調理場 千葉県白井市 2019 6,500 7,582 3,485 PFI 
50 雲南市学校給食センター 島根県雲南市 2019 2,200 5,000 1,906  

51 
(仮称)北上市新中央学校給食セン
ター整備等事業 

岩手県北上市 2020 4,000 9,660 2,800 PFI 

52 
伊賀市小学校給食センター整備運
営事業 

三重県伊賀市 2020 4,000 5,677 2,500 PFI 

53 
周南市立(仮称)西部地区学校給食
センター整備運営事業 

山口県周南市 2020 4,000 10,000 2,151 PFI 

54 
豊田市北部給食センター改築整備
運営事業 

愛知県豊田市 2020 10,000 10,220 5,401 PFI 
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55 
(新)須坂市学校給食センター整備
運営事業 

長野県須坂市 2021 4,500 8,242 3,063 PFI 

56 
長井市学校給食共同調理場整備等
事業※ 

山形県長井市 2021 2,800 ※20,046 2,250 ※,PFI 

57 
(仮称)川西市中学校給食センター
整備・運営 PFI 事業 

兵庫県川西市 2022 4,100 6,294 2,492 PFI 

58 
(仮称)厚木市学校給食センター整
備運営事業 

神奈川県厚木市 2022 7,000 6,300 3,451 PFI 

59 
(仮称)長崎市三重学校給食センタ
ー整備運営事業 

長崎県長崎市 2022 8,000 7,700 4,533 PFI 

※調理能力に対し突出して敷地面積が大きいため、給食センターの敷地面積、延床面積の算定にあたっての整備事例の対象としない。 

  備考欄の「PFI」は、日本 PFI・PPP協会 HPにおいて、PFI事業にて実施したことを確認できたもの。 

出典：特定非営利活動法人 日本 PFI・PPP協会 HP、調理器メーカーへの問合せ、各自治体 HP 


